
再生可能エネルギー設備導入における主な関連許認可等の担当窓口 令和６年４月現在

＜①計画・用地選定から設計までの関係法令等＞
【開発行為関係】

太陽光 風力 地熱 中小水力 バイオマス

北九州市の一部 北九州市建築都市局開発指導課 ０９３－５８２－２６４４ ○ ○ ○ ○ ○

福岡市の一部 福岡市住宅都市局建築指導部開発・建築調整課 ０９２－７１１－４５８７ ○ ○ ○ ○ ○

久留米市の一部 久留米市都市建設部都市計画課 ０９４２－３０－９３４３ ○ ○ ○ ○ ○

政令市・中核市・大任町を除く福岡県の一部 福岡県建築都市部都市計画課 ０９２－６４３－３７１５ ○ ○ ○ ○ ○

久留米市の都市計画施設の区域内 久留米市都市建設部都市計画課 ０９４２－３０－９０８３ ○ ○ ○ ○ ○

大牟田市の都市計画施設の区域内 大牟田市都市整備部都市計画・公園課 ０９４４－４１－２７８２ ○ ○ ○ ○ ○

市を除く県内の市街地再開発事業（予定）区域内 福岡県建築都市部都市計画課 ０９２－６４３－３７１４ ○ ○ ○ ○ ○

市を除く都市計画法の規定に基づく道路、公園、緑地及
び墓園の区域内

福岡県建築都市部公園街路課 ０９２－６４３－３７２５ ○ ○ ○ ○ ○

久留米市の地区計画区域内 久留米市都市建設部都市計画課 ０９４２－３０－９０８３ ○ ○ ○ ○ ○

大牟田市の該当する地区計画区域内 大牟田市都市整備部都市計画・公園課 ０９４４－４１－２７８２ ○ ○ ○ ○ ○

2 大牟田市開発行為に関する手引き １，０００㎡以上の開発行為 大牟田市 大牟田市都市整備部建築住宅課 ０９４４－４１－２７９７ ○ ○ ○ ○ ○

3 久留米市景観条例
1,000㎡以上（市街化区域以外は3,000㎡以上）の土地形質の変更（行為の着手の３０日前ま
でに届出）

久留米市 久留米市都市建設部都市計画課 ０９４２－３０－９０８３ ○ ○ ○ ○ ○

4 久留米市風致地区条例 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 久留米市風致地区内 久留米市都市建設部都市計画課 ０９４２－３０－９０８３ ○ ○ ○ ○ ○

3 飯塚市開発指導要綱 １，０００㎡以上の開発行為 飯塚市内の都市計画区域内又は準都市計画区域内 飯塚市都市計画課 ０９４８－２２－５５００（内:１５５３） ○ ○ ○ ○ ○

4 筑紫野市開発行為等整備要綱
５００㎡以上の開発行為、中高層建築物（１０ｍ以上）の建築物、都市計画法第２９条に基づく
許可が必要な開発行為

筑紫野市 筑紫野市都市計画課 ０９２－９２３－１１１１ ○ ○ ○ ○ ○

5 春日市開発行為等整備要綱 開発区域の面積が１，０００㎡以上のもの、建築物の高さが１０ｍ以上のもの 春日市 春日市都市計画課 ０９２－５８４－１１１１ ○ ○ ○ ○ ○

6 大野城市開発行為等指導要綱 １，０００㎡以上の開発行為、１０ｍを超える建築物 大野城市 大野城市建設環境部都市計画課 ０９２－５８０－１８６７ ○ ○ ○ ○ ○

7 宗像市市街化調整区域等の開発行為に関する条例 ５００㎡以上の区域の開発行為 宗像市（都市計画法７条２項に定める市街化区域を除く） 宗像市環境部環境課環境対策係 ０９４０－３６－１４２１ ○ ○ ○ ○ ○

8 宗像市開発行為指導要綱 １，０００㎡以上の開発行為 宗像市 宗像市都市再生部都市再生課街なか再生係 ０９４０－３６－９７７７ ○ ○ ○ ○ ○

9
宗像市景観計画
宗像市景観条例

一定規模を超える開発行為等
（行為着手の30日前までに届出・申請）

宗像市 宗像市都市再生部都市計画課都市計画係 ０９４０－３６－１４８４ ○ ○ ○ ○ ○

10 宗像市ため池の保全に関する条例 満水面積が500㎡以上のため池に、影響を与える恐れのある周辺の開発行為 宗像市 宗像市産業振興部農業振興課 ０９４０－３６－００４１ ○ ○ ○ ○ ○

11 太宰府市開発行為等整備要綱 施行区域面積が１，０００㎡以上のもの、中高層建築物（１０ｍ以上）の建築行為 太宰府市 太宰府市都市整備部都市計画課 ０９２－９２１－２１２１ ○ ○ ○ ○ ○

12 古賀市土地対策指導要綱 １，０００㎡以上の開発行為等 古賀市 古賀市建設産業部都市整備課 ０９２－９４２－１１１９ ○ ○ ○ ○ ○

13 福津市景観条例
景観重点区域での開発行為
（行為着手３０日前に届出、９０日前までに事前協議）

景観重点区域 福津市都市整備部都市管理課 ０９４０－６２－５０３６ ○ ○ ○ ○ ○

14 福津市開発事業指導要綱 ５００㎡以上の開発行為 福津市 福津市都市整備部都市管理課 ０９４０－６２－５０３６ ○ ○ ○ ○ ○

15 うきは市開発行為指導要綱 １，０００㎡以上の開発行為 うきは市 うきは市都市計画準備課 ０９４３－７６－９０６３ ○ ○ ○ ○ ○

16 朝倉市土地開発指導要綱 開発区域が、計1,000㎡以上。くわえて、新設又は既存の管理用建物が存在する場合。 朝倉市の都市計画区域内及び、準都市計画区域内 朝倉市都市整備課庶務係 ０９４６－２２－１１１５ ○ ○ ○ ○ ○

17 糸島市開発行為等に関する指導規程 １，０００㎡以上の開発行為及び建築行為 ○ ○ ○ ○ ○

18 糸島市中高層建築物の建築に関する指導規程 １０ｍを超える建築物 ○ ○ ○ ○ ○

19 那珂川市開発行為等整備要綱 開発区域の面積が１，０００㎡以上のもの、建築物の高さが１０ｍ以上のもの 那珂川市 那珂川市都市整備部都市計画課 ０９２-９５３－２２１１ ○ ○ ○ ○ ○

20 宇美町開発行為等指導要綱

５００㎡以上の開発行為、中高層建築物（１０ｍ以上）の建築物もしくは階数が３以上の建築
行為（新築に限る）、４戸以上の集合住宅の建築、駐車場、資材置場等の用に供するための
土地の区画形質の変更

宇美町 宇美町都市整備課 ０９２ー９３４－２２４４ ○ ○ ○ ○ ○

21 篠栗町開発行為に関する指導要綱 １，０００㎡以上の開発行為（１，０００㎡以下でも事前協議が必要） 篠栗町 篠栗町都市整備課 ０９２－９４７－１２１９ ○ ○ ○ ○ ○

22 志免町開発事業指導要綱 町が定める範囲内における開発行為等 志免町 志免町都市整備課 ０９２－９３５－１００１ ○ ○ ○ ○ ○

23 須恵町開発行為等指導要綱（開発行為関係）

開発行為面積が１，０００平方メートル以上
建築基準法に基づく中高層建築物のうち、地上高１０メートル以上又は階数が３以上の建築
行為
住居規模が４戸以上の共同住宅及び戸建の借家を建築する行為
ワンルーム住戸を４戸以上有する共同住宅を建築する行為

須恵町 須恵町都市整備課 ０９２－９３２－１１５１ ○ ○ ○ ○ ○

24 新宮町開発行為等指導要綱 町が定める範囲内における開発行為等 新宮町 新宮町都市整備課 ０９２－９６３－１７３５ ○ ○ ○ ○ ○

25 粕屋町開発行為等指導要綱 町が定める範囲内における開発行為等 粕屋町 粕屋町都市政策部都市計画課 ０９２－９３８－０２０８ ○ ○ ○ ○ ○

26 水巻町宅地開発指導要綱 １，０００㎡以上の開発行為 水巻町 水巻町建設課都市計画係 ０９３－２０１－４３２１ ○ ○ ○ ○ ○

27 岡垣町土地開発事業に関する指導要綱 １，０００㎡以上の土地の開発 岡垣町 岡垣町都市建設課 ０９３－２８２－１２１１ ○ ○ ○ ○ ○

28 遠賀町開発行為に関する条例 １，０００㎡以上の開発行為 遠賀町 遠賀町都市計画課 ０９３－２９３－１３１７ ○ ○ ○ ○ ○

糸島市 糸島市建設都市部都市計画課 ０９２－３３２－２０７７

再生エネルギーの種類

1 都市計画法

開発許可

建築物の新築、改築もしくは増築（第５３条）

建築物その他工作物の新築、改築、若しくは増築（行為の着手の３０日前までに届出）
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http://www.city.omuta.lg.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=501
http://www1.city.kurume.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_honbun/q005RG00001213.html
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2070machi/3030toshi/fuuchitempl1.html
https://www.city.iizuka.lg.jp/toshikegairo/machi/toshi/kaihatsu/yoko.html
https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/soshiki/24/2154.html
https://www1.g-reiki.net/city.kasuga/act/frame/frame110000635.htm
http://www.city.onojo.fukuoka.jp/s060/010/020/060/30/3381.html
https://www1.g-reiki.net/city.munakata/reiki_honbun/r010RG00000405.html
https://www1.g-reiki.net/city.munakata/reiki_honbun/r010RG00000407.html
http://www.city.munakata.lg.jp/w028/040/040/060/030/201501090004.html
http://www.city.munakata.lg.jp/w028/040/040/060/030/201501090004.html
https://www1.g-reiki.net/city.munakata/reiki_honbun/r010RG00000376.html
http://www.city.dazaifu.lg.jp/soumu/reiki_int/reiki_honbun/q023RG00000461.html
http://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/toshikeikaku/006.php
https://www.city.fukutsu.lg.jp/section/reiki/reiki_honbun/r163RG00000921.html
https://www.city.fukutsu.lg.jp/soshiki/toshi_kanri/kaihatsu_kenchiku/2/1/1/1193.html
https://lg.joureikun.jp/ukiha_city/reiki/act/frame/frame110000631.htm
https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1319003613001/index.html
https://www1.g-reiki.net/itoshima/reiki_honbun/r385RG00000510.html
https://www1.g-reiki.net/itoshima/reiki_honbun/r385RG00000535.html
https://www.city.nakagawa.lg.jp/reiki/act/frame/frame110000584.htm
https://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/frame/frame110000525.htm
https://www1.g-reiki.net/town.sasaguri/reiki_honbun/q028RG00000312.html
https://www.town.shime.lg.jp/soshiki/9/jizennkyougi.html
https://www.town.sue.fukuoka.jp/soshiki/28/shidouyoukou.html
http://www.town.shingu.fukuoka.jp/reiki/reiki_honbun/q031RG00000774.html
https://www.town.kasuya.fukuoka.jp/reiki/act/frame/frame110000519.htm
https://www.town.mizumaki.lg.jp/s028/kurashi/020/140/20200110105000.html
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EC6F&houcd=H423902600010&no=8&totalCount=18&fromJsp=SrMj
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EC70&houcd=H411901010013&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=343AC0000000100_20180715_430AC0000000022
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太陽光 風力 地熱 中小水力 バイオマス

29 桂川町開発指導要綱 桂川町内における１，０００㎡以上の開発行為 桂川町の都市計画区域内 桂川町企画財政課 ０９４８－６５－１０８５ ○ ○ ○ ○ ○

30 桂川町自然環境保護条例 桂川町内における開発事業 桂川町 桂川町企画財政課 ０９４８－６５－１０８５ ○ ○ ○ ○ ○

31 筑前町開発指導要綱 １，０００㎡以上の開発行為 筑前町 筑前町都市計画課 ０９４６－４２－６６４１ ○ ○ ○ ○ ○

32 筑前町自然環境保全条例 町長が定める範囲内における開発 筑前町の一部（町長が定める範囲） 筑前町都市計画課 ０９４６－４２－６６４２ ○ ○ ○ ○ ○

33 大刀洗町開発行為等整備要綱 １，０００㎡以上の開発行為または建築行為（自己専用住宅を除く） 大刀洗町 大刀洗町建設課管理係 ０９４２－７７－６２０４ ○ ○ ○ ○ ○

34 大木町の食の景観を守り創る条例 一定規模を超える開発行為・建築行為等（事前に届出が必要） 大木町 大木町まちづくり課政策企画グループ ０９４４－３２－１０４７ ○ ○ ○ ○ ○

35 赤村環境保全条例 １，０００㎡以上の開発行為 赤村 赤村住民課福祉環境係 ０９４７－６２－３０００ ○ ○ ○ ○ ○

36 みやこ町宅地等開発事業に関する指導要綱 １，５００㎡以上３，０００㎡未満の土地開発 みやこ町 みやこ町都市整備課 ０９３０－３２－６００７ ○ ○ ○ ○ ○

37 みやこ町環境保全条例 １，０００㎡以上１０，０００㎡未満の開発行為 みやこ町 みやこ町都市整備課 ０９３０－３２－６００７ ○ ○ ○ ○ ○

38
築上町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の
規制に関する条例 ５００㎡以上、３，０００㎡以下の土地の開発 築上町 築上町環境課環境係 ０９３０－５２－０００１ ○ ○ ○ ○ ○

39 工場立地法

敷地面積９，０００㎡以上又は
建築物の建築面積の合計３，０００㎡以上（太陽光発電、水力発電及び地熱発電を除く）
この要件を満たす場合は、事前の届出が必要

各市町村 工場立地法を所管する各市町村担当課 各市町村 × ○ × × ○

40 福岡県環境影響評価条例
・開発区域の面積が５０ha以上の宅地（主として建築物の建築の用に供する一団の土地をい
う。）の造成事業（環境影響評価手続の実施）

県全域（北九州市及び福岡市を除く） 福岡県環境部自然環境課 ０９２－６４３－３３６８ ○ ○ ○ ○ ○

41 北九州市環境影響評価条例

・出力1.5万kW以上の水力発電所、出力7.5万kW以上の地熱以外の火力発電所、出力
5000kW以上の風力発電所
・開発区域の面積が50ha以上の土地の造成事業
・排出ガス量が4万m3/h以上又は排出水量が5000m3/日以上の工場又は事業場の建設事
業

北九州市 北九州市環境局環境監視部環境監視課 ０９３－５８２－２２９０ ○ ○ × ○ ○

42 福岡市環境影響評価条例

以下の規模要件に該当する場合，事業の実施前に環境影響評価を行う必要がある。

（太陽光発電所関係）
・開発区域の面積が50ha以上又は次に掲げる区域の区分に応じ，それぞれに定めた面積以
上の土地の形質変更を伴う太陽光発電所
　(1)市街化区域　　　　20ha
　(2)市街化調整区域　10ha
　(3)特定区域※　　　　 5ha
※特定区域とは，対象事業実施区域の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当するも
の又は接するものをいう。
　・標高80メートル以上の地域
　・ため池若しくは治水池（池面積2,000平方メートル以上），河川又は海岸（港湾区域を除く）
　・風致地区，特別緑地保全地区，自然公園，史跡，名勝，天然記念物，保安林（水力発電
所関係）

（風力発電所関係）
・出力1,500kW以上（特定区域※及び500メートル以内に住環境等がある地域は力1,000kW以
上）の風力発電所の新設または増設

（水力発電所関係）
・貯水面積10ha以上のダムの新築
・湛水面積10ha以上の堰の新築又は改築

（バイオマス発電所関係）
・出力5万kW以上の火力発電所（地熱を利用するものを除く。）の新設または増設
・工場立地法に規定する特定工場又は大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設（非常用
を除く）若しくは水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する工場若しくは事業場の建設
の事業で，次のいずれかに該当するもの（増設にあっては，当該増設に係る部分が次のいず
れかに該当するもの）
(1) 排出ガス量が1時間当たり4万立方メートル以上であるもの
(2) 排出水量が1日当たり5,000立方メートル以上であるもの
(3) 敷地の面積が5ha以上であるもの

福岡市 福岡市環境局環境監理部環境調整課 ０９２－７３３－５３８９ ○ ○ × ○ ○

43 福岡県環境保全に関する条例
・開発区域の面積が３ha以上の宅地（主として建築物の建築の用に供する一団の土地をい
う。）の造成事業（工事着手の30日前までに届出）

県全域（自然公園区域、原生自然環境保全地域及び自
然環境保全地域を除く。）

福岡県環境部自然環境課 ０９２－６４３－３３６８ ○ ○ ○ ○ ○

周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等 県全域
福岡県教育庁教育総務部文化財保護課企画・埋蔵文化財
係

０９２－６４３－３８７６ ○ ○ ○ ○ ○

史跡・名勝・天然記念物の指定地内で現状変更行為を行う場合又は保存に影響を与える場
合、事前に国等への許可が必要

工事中に遺跡や遺物等を発見した場合、市町村等への届出が必要

各市町村 各市町村教育委員会 各市町村教育委員会 ○ ○ ○ ○ ○

採石業者の登録 県全域 福岡県商工部工業保安課 ０９２－６４３－３４３８ ○ ○ ○ ○ ○

県全域（北九州市、福岡市を除く） 福岡県商工部工業保安課 ０９２－６４３－３４３８ ○ ○ ○ ○ ○

北九州市 北九州市産業経済局農林水産部農林課 ０９３－５８２－２０７８ ○ ○ ○ ○ ○

福岡市 福岡市農林水産局総務農林部森づくり推進課 ０９２－７１１－４８４６ ○ ○ ○ ○ ○

再生エネルギーの種類

44 文化財保護法

45 採石法

岩石採取の認可

番号 法律・条例・要綱等の名称 主な規制対象（規制概要） 担当エリア 担当窓口 担当連絡先（電話番号）
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http://www.town.keisen.fukuoka.jp/pdf/download/kikaku/kaihatsu.pdf
http://www1.g-reiki.net/keisen/reiki_honbun/q046RG00000267.html
https://www.town.chikuzen.fukuoka.jp/S014/020/20180206190958.html
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A91611253&houcd=H417901010088&no=1&totalCount=3&fromJsp=SrMj
http://www.town.tachiarai.fukuoka.jp/page/page_11370.html
http://www.town.ooki.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/q068RG00000628.html
http://www.akamura.net/reiki/reiki_honbun/q089RG00000405.html
http://www.town.miyako.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r319RG00000628.html
http://www.town.miyako.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r319RG00000407.html
https://en3-jg.d1-law.com/chikujo/d1w_reiki/H419901010028/H419901010028.html
https://en3-jg.d1-law.com/chikujo/d1w_reiki/H419901010028/H419901010028.html
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334AC0000000024
https://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:/EFServ2/ss00000706/GUEST&TID=2&SYSID=424
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kurashi/menu01_0429.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000574.html
https://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:/EFServ2/ss00000710/GUEST&TID=2&SYSID=419
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000214
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000291


再生可能エネルギー設備導入における主な関連許認可等の担当窓口 令和６年４月現在

太陽光 風力 地熱 中小水力 バイオマス

砂利採取業者の登録 県全域 福岡県商工部工業保安課 ０９２－６４３－３４３８ ○ ○ ○ ○ ○

県全域（北九州市、福岡市を除く） 福岡県県土整備部港湾課管理係 ０９２－６４３－３６７４ ○ ○ ○ ○ ○

北九州市 北九州市港湾空港局港営部港営課 ０９３－３２１－５９６０ ○ ○ ○ ○ ○

福岡市（港湾区域のみ） 福岡市港湾空港局港湾振興部港湾管理課 ０９２－２８２－７１７３ ○ ○ ○ ○ ○

県全域（北九州市、福岡市を除く） 福岡県県土整備部河川管理課管理係 ０９２－６４３－３６６６ ○ ○ ○ ○ ○

北九州市（河川区域のみ） 北九州市建設局河川部水環境課 ０９３－５８２－２４９１ ○ ○ ○ ○ ○

福岡市 福岡市道路下水道局建設部河川課 ０９２－７１１－４４９７ ○ ○ ○ ○ ○

県全域（北九州市、福岡市を除く） 福岡県農林水産部水産局水産振興課施設管理係 ０９２－６４３－３５６５ ○ ○ ○ ○ ○

北九州市 北九州市産業経済局農林水産部水産課 ０９３－５８２－２０８６ ○ ○ ○ ○ ○

福岡市 福岡市農林水産局水産部漁港課 ０９２－７１１－４３７２ ○ ○ ○ ○ ○

福岡県（北九州市、福岡市、久留米市を除く） 福岡県環境部環境保全課土壌係（相談） ０９２－６４３－３３６１ ○ ○ ○ ○ ○

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、
糸島市、那珂川市

福岡県筑紫保健福祉環境事務所環境指導課
（届出窓口）

０９２－５１３－５６１２ ○ ○ ○ ○ ○

中間市、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡、遠賀郡
福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所環境指導課
（届出窓口）

０９４０－３６－６３２２ ○ ○ ○ ○ ○

※1　直方市、宮若市、鞍手郡
※2　飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡
※3　田川市、田川郡

福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所環境指導課
（届出窓口）

※1　０９４８－２１－４８１２
※2　０９４８－２１－４８１３
※3　０９４８－２１－４８１４

○ ○ ○ ○ ○

小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡
福岡県北筑後保健福祉環境事務所環境課
（届出窓口）

０９４２－３０－１０５８ ○ ○ ○ ○ ○

柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、
三潴郡、八女郡

福岡県南筑後保健福祉環境事務所環境指導課
（届出窓口）

０９４３－２２－６９６４ ○ ○ ○ ○ ○

行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 福岡県京築保健福祉環境事務所環境課（届出窓口） ０９３０－２３－２３８０ ○ ○ ○ ○ ○

大牟田市 大牟田市環境部環境保全課（届出窓口） ０９４４－４１－２７２１ ○ ○ ○ ○ ○

北九州市 北九州市環境局環境監視部環境監視課 ０９３－５８２－２２９０ ○ ○ ○ ○ ○

福岡市 福岡市環境局環境監理部環境保全課 ０９２－７３３－５３８６ ○ ○ ○ ○ ○

久留米市 久留米市環境部環境保全課 ０９４２－３０－９０４３ ○ ○ ○ ○ ○

久留米市土地区画整理事業区域内 久留米市都市建設部都市計画課 ０９４２－３０－９０８３ ○ ○ ○ ○ ○

県内の事業中の土地区画整理事業区域内（市の区域内
で個人、組合、会社、市が施行するものを除く）

福岡県建築都市部都市計画課 ０９２－６４３－３７１４ ○ ○ ○ ○ ○

49
福岡県土砂埋立て等による災害の発生の防止に関する
条例

土砂埋立て等を行う土地の面積が３，０００㎡を超える場合 県全域 福岡県農林水産部農山漁村振興課森林保全係 ０９２－６４３－３５４６ ○ ○ ○ ○ ○

50
福岡市土砂埋立て等による災害の発生の防止に関する
条例

土砂埋立て等を行う土地の面積が1,000㎡、又は高さが5mを超える場合 福岡市全域 福岡市農林水産局総務農林部森づくり推進課 ０９２－７１１－４８４６ ○ ○ ○ ○ ○

51 飯塚市自然環境保全条例 １，０００㎡以上の土地の形質変更 飯塚市 飯塚市環境整備課 ０９４８－２２－５５００（内：１６５２） ○ ○ ○ ○ ○

52 嘉麻市自然環境保全条例 １，０００㎡以上の土地の形質変更 嘉麻市 嘉麻市環境課環境衛生係 ０９４８－６２－５６６３ ○ ○ ○ ○ ○

53 筑紫野市環境配慮に関する要綱 ２，０００㎡以上の土地の形質変更や建築、工作物の新設、改築 筑紫野市 筑紫野市環境課 ０９２－９２３－１１１１ ○ ○ ○ ○ ○

54 筑紫野市土地の地形変更に関する指導要領

・建築を伴わない土砂の埋め立て等による地形の変更
※農地、山林、原野及び雑種地等を２，０００㎡以上１０，０００㎡未満の規模で地形の変更を
行う行為、または盛土の高さが２ｍを超えるもの。

筑紫野市 筑紫野市農業委員会他 ０９２－９２３－１１１１ ○ ○ ○ ○ ○

55 大野城市自然環境保護条例
・土石の採取、土地の造成その他既存の土地の形状を変更すること。
・資材又は廃材の集積等を行うこと。
・木竹を伐採すること。

大野城市の一部 大野城市建設環境部環境・最終処分場対策課 ０９２－５８０－１８８６ ○ ○ ○ ○ ○

56 福津市環境創造条例 ３，０００㎡以上でかつ現況地盤高から平均３ｍ以上の形状変更 福津市内 福津市うみがめ課 ０９４０－６２－５０１９ ○ ○ ○ ○ ○

57 那珂川市森林等の土地保全に関する条例

・２，０００㎡以上、かつ現況地盤面高から平均２ｍ以上の土地の形状変更
・人の生命、身体及び財産の保護または災害の発生防止若しくは周辺環境に著しく影響を及
ぼす恐れがある土地の形状変更

那珂川市 那珂川市都市整備部産業課 ０９２-９５３－２２１１ ○ ○ ○ ○ ○

58 久山町環境保全条例
・１，０００㎡を超える土地の区画形質の変更
・急傾斜地における土地の区画形質の変更

久山町 久山町田園都市課 ０９２－９７６－１１１１ ○ ○ ○ ○ ○

59 上毛町土砂等のたい積の規制に関する条例 ５００～３，０００㎡の土地の形質変更 上毛町 上毛町住民課 ０９７９－７２－３１１１ ○ ○ ○ ○ ○

北九州市の一部 北九州市建築都市局開発指導課 ０９３－５８２－２６４４ ○ ○ ○ ○ ○

福岡市の一部 福岡市住宅都市局建築指導部開発・建築調整課 ０９２－７１１－４５８７ ○ ○ ○ ○ ○
60 宅地造成及び特定盛土等規制法 宅地造成工事規制区域内の形質変更（切土・盛土）

47 土壌汚染対策法

・３，０００ ㎡以上の土地の形質変更
(工事着手の30日前までに届出)
・現に有害物質使用特定施設が設置されている工場等の土地において900㎡以上の土地の
形質変更(工事着手の30日前までに届出)
・法第３条第１項ただし書により調査猶予中の土地での900㎡以上の土地変更

48 土地区画整理法 土地の形質の変更、建築物その他工作物の新築、改築若しくは増築（第７６条）

再生エネルギーの種類

46 砂利採取法

砂利採取計画の認可（海砂利）

砂利採取計画の認可（海砂利以外）

砂利採取計画の認可（漁港区域）
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https://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:/EFServ2/ss00000748/GUEST&TID=3&SYSID=806
https://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:/EFServ2/ss00000748/GUEST&TID=3&SYSID=806
http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000634.html
http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000634.html
https://www.city.iizuka.lg.jp/k-sebiese/machi/kankyo/hozen/jore.html
https://www.city.kama.lg.jp/soshiki/11/1176.html
https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/soshiki/29/3216.html
http://www.city.chikushino.fukuoka.jp/reiki/act/frame/frame110000528.htm
https://en3-jg.d1-law.com/onojo/d1w_reiki/H403901010012/H403901010012.html
https://www.city.fukutsu.lg.jp/section/reiki/reiki_honbun/r163RG00000262.html
https://www.city.nakagawa.lg.jp/reiki/act/print/print110000534.htm
https://www1.g-reiki.net/town.hisayama/reiki_honbun/q032RG00000405.html
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9161613A&houcd=H419901010020&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336AC0000000191
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=414AC0000000053
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=329AC0000000119
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=343AC0000000074
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太陽光 風力 地熱 中小水力 バイオマス

県全域（福岡市、久留米市、那珂川市を除く） 福岡県農林水産部水田農業振興課農地係 ０９２－６４３－３４７６ ○ ○ ○ ○ ○

福岡市
福岡市農業委員会、
福岡市農業委員会西部出張所

０９２－７３３－５７７７、
０９２－８０６－９４３５

○ ○ ○ ○ ○

久留米市 久留米市農業委員会 ０９４２－３０－９２３６ ○ ○ ○ ○ ○

那珂川市 那珂川市農業委員会 ０９２－４０８－３８１６ ○ ○ ○ ○ ○

・農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画の変更（農振法第8条）
県全域（太宰府市、春日市、大野城市、宇美町、志免町
を除く-農業振興地域が存在しないため）

福岡県農林水産部水田農業振興課農業振興地域係 ０９２－６４３－３４７５ ○ ○ ○ ○ ○

福岡県（太宰府市、春日市、大野城市、宇美町、志免町
を除く-農業振興地域が存在しないため）

福岡県農林水産部水田農業振興課農業振興地域係 ０９２－６４３－３４７５ ○ ○ ○ ○ ○

久留米市 久留米市農政部農政課 ０９４２－３０－９１６３ ○ ○ ○ ○ ○

那珂川市 那珂川市都市整備部産業課 ０９２－４０８－９８７５ ○ ○ ○ ○ ○

地域森林計画対象民有林における、１ｈａ（太陽光発電設備の場合は０.５ｈａ）を超える開発
行為

県全域（但し、筑後市、大川市、柳川市、大木町、大刀洗
町、吉富町を除く－地域森林計画対象民有林が存在し
ないため）

福岡県農林水産部農山漁村振興課森林保全係 ０９２－６４３－３５４６ ○ ○ ○ ○ ○

保安林の伐採及び土地の形質変更
県全域（但し、筑後市、大川市、柳川市、大木町、大刀洗
町、小郡市、春日市、志免町、吉富町を除く－保安林が
存在しないため）

福岡県農林水産部農山漁村振興課森林保全係 ０９２－６４３－３５４６ ○ ○ ○ ○ ○

久留米市の一部 久留米市商工観光労働部企業誘致推進課 ０９４２－３０－９１３５ ○ ○ ○ ○ ○

柳川市の一部 柳川市産業経済部農政課 ０９４４－７７－８７３２ ○ ○ ○ ○ ○

八女市の一部 八女市企画部企業誘致課誘致計画係 ０９４３－２３－１１５３ ○ ○ ○ ○ ○

筑後市の一部 筑後市建設経済部商工観光課 ０９４２－６５－７０２５ ○ ○ ○ ○ ○

大川市の一部 大川市おおかわセールス課 ０９４４－８５－５５７０ ○ ○ ○ ○ ○

行橋市の一部 行橋市産業振興部企業立地課
０９３０－２５－１１１１
（内：１２２３）

○ ○ ○ ○ ○

豊前市の一部 豊前市商工課企業立地係 ０９７９－８２－１１１１ ○ ○ ○ ○ ○

小郡市の一部 小郡市環境経済部商工・企業立地課
０９４２－７２－２１１１
（内：１４３）

○ ○ ○ ○ ○

筑紫野市の一部 筑紫野市企画政策部企画政策課 ０９２－９２３－１１１１ ○ ○ ○ ○ ○

宗像市の一部 宗像市総務部秘書政策課 ０９４０－３６－１２８４ ○ ○ ○ ○ ○

古賀市の一部 古賀市建設産業部商工政策課 ０９２－９４２－１１７６ ○ ○ ○ ○ ○

うきは市の一部 うきは市都市計画準備課 ０９４３－７６－９０６３ ○ ○ ○ ○ ○

宮若市の一部 宮若市総合政策部まちづくり推進課 ０９４９－３２－０７７３ ○ ○ ○ ○ ○

嘉麻市の一部 嘉麻市産業建設部産業振興課 ０９４８－５７－３１４９ ○ ○ ○ ○ ○

朝倉市の一部 朝倉市農林商工部商工観光課商工労働係 ０９４６－２８－７８６２ ○ ○ ○ ○ ○

みやま市の一部 みやま市環境経済部企業誘致推進室 ０９４４－６４－１５４３ ○ ○ ○ ○ ○

糸島市の一部 糸島市産業振興部商工観光課 ０９２－３３２－２０８０ ○ ○ ○ ○ ○

新宮町の一部 新宮町産業振興課 ０９２－９６２－０２３８ ○ ○ ○ ○ ○

筑前町の一部 筑前町都市計画課 ０９４６－４２－６６４１ ○ ○ ○ ○ ○

大刀洗町の一部 大刀洗町産業課 ０９４２－７７－６２０１ ○ ○ ○ ○ ○

大木町の一部 大木町産業振興課 ０９４４－３２－１０６３ ○ ○ ○ ○ ○

広川町の一部 広川町商工観光課 ０９４３－３２－１１４２ ○ ○ ○ ○ ○

赤村の一部 赤村産業建設課 ０９４７－６２－３０００ ○ ○ ○ ○ ○

福智町の一部 福智町まちづくり総合政策課 ０９４７－２２－７７６６ ○ ○ ○ ○ ○

みやこ町の一部 みやこ町観光まちづくり課 ０９３０－３２－２５１２ ○ ○ ○ ○ ○

上毛町の一部 上毛町企画開発課 ０９７９－７２－３１１２ ○ ○ ○ ○ ○

65 直方市太陽光発電設備設置事業に関する条例
発電設備の事業面積が3,000㎡以上の発電事業
（工事着手30日前までに申出）

直方市 直方市環境政策課 ０９４９－２５－２１２３ ○ × × × ×

66 農業用ため池の管理及び保全に関する法律
特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの。（第８条）
（工事着手30日前までに申請）

県全域 福岡県農村森林整備課農村整備係 ０９２－６４３－３５１１ ○ ○ ○ ○ ○

62 農業振興地域の整備に関する法律

・農用地区域内における開発許可（農振法第15条の2）

63 森林法

64 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 ・各市町村内に設定された農村地域工業等導入地区への導入（立地）

担当エリア 担当窓口 担当連絡先（電話番号）
再生エネルギーの種類

61 農地法
・農地の転用（第４条第１項）
・農地又は採草放牧地の転用のための権利移動（第５条第１項）

番号 法律・条例・要綱等の名称 主な規制対象（規制概要）
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【建築物・工作物関係】

太陽光 風力 地熱 中小水力 バイオマス

67 世界遺産の価値の保護

※世界遺産の「顕著な普遍的価値」を保護するため、事前の計画変更等の協力をお願いす
ることがあります。
このため、世界遺産「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」及び「『神宿る
島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の構成資産周辺地域で事業を計画する場合には、事前に相
談をお願いいたします。

【明治日本の産業革命遺産】
北九州市（旧本事務所、修繕工場、旧鍛冶工場）
中間市（遠賀川水源地ポンプ室）
大牟田市（三池港、宮原坑、万田坑、専用鉄道敷跡）

【『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群】
宗像市
福津市

福岡県人づくり・県民生活部文化振興課九州国立博物館・世
界遺産室

０９２－６４３－３１６２ ○ ○ ○ ○ ○

68 福岡県美しいまちづくり条例
一定規模を超える建築物・工作物等
（工事着手30日前までに届出）

筑後市、みやま市、大川市、大刀洗町、大木町、広川
町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町及び築上町

福岡県建築都市部都市計画課 ０９２－６４３－３７１２ ○ ○ ○ ○ ○

69
北九州市都市景観条例
関門景観条例

一定規模を超える建築物・工作物等
（工事着手30日前までに届出）

北九州市 北九州市建築都市局都市景観課 ０９３－５８２－２５９５ ○ ○ ○ ○ ○

70 福岡市都市景観条例
一定規模を超える建築物・工作物等
（工事着手30日前までに届出）

福岡市 福岡市住宅都市局都市景観室 ０９２－７１１－４５８９ ○ ○ ○ ○ ○

71 大牟田市景観条例
一定規模を超える建築物・工作物等
（工事着手30日前までに届出）

大牟田市 大牟田市都市整備部都市計画・公園課 ０９４４－４１－２７８２ ○ ○ ○ ○ ○

72 大牟田市緑化の推進及び樹木等の保存に関する条例 1,000㎡以上の工場、事業場等 大牟田市 大牟田市都市整備部都市計画・公園課 ０９４４－４１－２７８２ ○ ○ ○ ○ ○

73
大牟田市風致地区内における建築等の規制に関する条
例 風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為 大牟田市の該当する風致地区内 大牟田市都市整備部都市計画・公園課 ０９４４－４１－２７８２ ○ ○ ○ ○ ○

74 久留米市景観条例
一定規模を超える建築物・工作物等
（工事着手30日前までに届出）

久留米市 ○ ○ ○ ○ ○

75 久留米市風致地区条例 建築物等の新築等、建築物等の色彩の変更 久留米市風致地区内 ○ ○ ○ ○ ○

76 飯塚市都市景観条例
一定規模を超える建築物・工作物等
（工事着手30日前までに届出）

飯塚市 飯塚市都市計画課 ０９４８－２２－５５００（内：１５５３） ○ ○ ○ ○ ○

77 飯塚市特別用途地区建築条例 特別用途地区内における建築物の建築の制限
飯塚市内の全ての準工業地域及び一部の近隣商業地
域

飯塚市都市計画課 ０９４８－２２－５５００（内：１５５３） ○ ○ ○ ○ ○

78 柳川市景観条例
一定規模を超える建築物・工作物等
（工事着手30日前までに届出）

柳川市 柳川市都市計画課都市計画係 ０９４４－７７－８５５２ ○ ○ ○ ○ ○

79 柳川市観光地区建築条例 特別用途地区内における建築物の建築の制限 柳川市の一部の地域 柳川市都市計画課都市計画係 ０９４４－７７－８５５２ ○ ○ ○ ○ ○

80 柳川市特別工業地区建築条例 特別用途地区内における建築物の建築の制限緩和 柳川市の一部の地域 柳川市都市計画課都市計画係 ０９４４－７７－８５５２ ○ ○ ○ ○ ○

81 八女市文化的景観条例
一定規模を超える建築物・工作物等
（工事着手30日前までに届出）

八女市 八女市企画部定住対策課町並み景観係 ０９４３－２４－８１６４ ○ ○ ○ ○ ○

82 筑後中央広域都市計画特別工業地区条例 特別用途地区内における建築物の建築の制限緩和 八女市 八女市建設経済部建設課都市計画係 ０９４３－２４－９４５６ ○ ○ ○ ○ ○

83 筑後特別用途地区建築条例 観光地区内における建築物の建築の制限 筑後都市計画船小屋観光地区 筑後市建設経済部都市対策課 ０９４２―６５―７０２８ ○ ○ ○ ○ ○

84 大川都市計画特別工業地区条例 建築物の建築制限･構造制限 用途地域で準工業地帯の一部　（３０２ha） 大川市都市計画課都市計画係 ０９４４－８５－５６０３ ○ ○ ○ ○ ○

85 行橋市宅地開発事業に関する指導要綱 3,000㎡以上は県知事許可、3,000㎡以下でも条件によっては市長同意 行橋市 行橋市都市整備部都市政策課都市計画係 ０９３０－２５－１１１１ ○ ○ ○ ○ ○

86 行橋市景観まちづくり条例 緑地化の協力や建築物・工作物の色彩の制限 行橋市 行橋市都市整備部都市政策課都市計画係 ０９３０－２５－１１１１ ○ ○ ○ ○ ○

87 豊前市景観条例
一定規模を超える建築物・工作物等
（工事着手30日前までに届出）

豊前市 豊前市都市住宅課都市整備係 ０９７９－８２－１１１１ ○ ○ ○ ○ ○

88
小郡市地区計画の区域内における建築物の制限に関す
る条例

・建築できる建築物
・建築物の敷地面積の最低限度
・壁面の位置の制限
・建築物の高さの最高限度
・容積率の最高限度
・建ぺい率の最高限度

小郡市内各地区における地区整備計画区域 小郡市都市計画課 ０９４２－７２－２１１１ ○ ○ ○ ○ ○

89 小郡市景観条例
一定規模を超える建築物・工作物等
（工事着手30日前までに届出・申請）

小郡市全域 小郡市都市建設部都市計画課 ０９４２－７２－２１１１ ○ ○ ○ ○ ○

90
宗像市地区計画の区域内における建築物の制限に関す
る条例 建築物の用途、構造及び敷地に関する規制

宗像市の以下の地域
自由ヶ丘地区、自由ヶ丘第12地区、東部研究学園地区、田熊
地区、稲元地区、須恵平原地区、東海大学地区、宗像中央公
園地区、広陵台地区、青葉台地区、田久地区、土穴・須恵地
区、自由ヶ丘平原地区、くりえいと北地区、赤間駅北口周辺地
区、王丸地区、エコパーク地区、大王寺・玄海ニュータウン地
区、公園通り地区、瀬戸地区、荒開地区、宗像大社地区、江口
第一地区、神湊第一地区、道の駅むなかた地区、原町地区、
三倉地区、グローバルアリーナ地区の各地区整備計画区域

宗像市都市整備部都市計画課都市計画係 ０９４０－３６－１４８４ ○ ○ ○ ○ ○

91
宗像市景観計画
宗像市景観条例

一定規模を超える建築物の建築等、工作物の建設等
（行為着手の30日前までに届出・申請）

宗像市 宗像市都市整備部都市計画課都市計画係 ０９４０－３６－１４８４ ○ ○ ○ ○ ○

92 太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例
一定規模を超える建築物・工作物等
（工事着手30日前までに届出）

太宰府市 太宰府市都市整備部都市計画課景観・歴史のまち推進係 ０９２－９２１－２１２１ ○ ○ ○ ○ ○

93
福岡広域都市計画太宰府市地区計画等の区域内におけ
る建築物等の制限に関する条例

地区計画の区域内における建築物の建築の制限 太宰府市 太宰府市都市整備部都市計画課都市計画係 ０９２－９２１－２１２１ ○ ○ ○ ○ ○

94 福岡広域都市計画太宰府市門前町特別用途地区条例 特別用途地区内における建築物の建築の制限 太宰府市 太宰府市都市整備部都市計画課都市計画係 ０９２－９２１－２１２１ ○ ○ ○ ○ ○

再生エネルギーの種類

久留米市都市建設部都市計画課 ０９４２－３０－９０８３

番号 法律・条例・要綱等の名称 主な規制対象（規制概要） 担当エリア 担当窓口 担当連絡先（電話番号）

5 / 16 ページ

https://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:/EFServ2/ss00000748/GUEST&TID=2&SYSID=774
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/file_0456_00001.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/file_0456_00001.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000711.html
https://en3-jg.d1-law.com/omuta/d1w_reiki/H425901010001/H425901010001.html
https://en3-jg.d1-law.com/omuta/d1w_reiki/H416901010013/H416901010013.html
https://en3-jg.d1-law.com/omuta/d1w_reiki/H426901010035/H426901010035.html
https://en3-jg.d1-law.com/omuta/d1w_reiki/H426901010035/H426901010035.html
http://www1.city.kurume.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_honbun/q005RG00001213.html
http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9097toshikei/3020shinsei/2007-1213-2031-432.html
http://www.city.iizuka.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r320RG00000512.html
http://www.city.iizuka.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r320RG00000740.html
http://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_honbun/r203RG00001014.html
https://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_honbun/r203RG00000541.html
http://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_honbun/r203RG00000544.html
https://www.city.yame.fukuoka.jp/section/reiki/reiki_honbun/q012RG00001064.html
https://www.city.yame.fukuoka.jp/section/reiki/reiki_honbun/q012RG00000354.html
http://www.city.chikugo.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/q013RG00000496.html
https://en3-jg.d1-law.com/okawa/d1w_reiki/H348901010036/H348901010036.html
http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/doc/2016042100026/
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H420901010003&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
https://en3-jg.d1-law.com/buzen/d1w_reiki/H421901010011/H421901010011.html
http://www1.g-reiki.net/ogori/reiki_honbun/q018RG00000394.html
http://www1.g-reiki.net/ogori/reiki_honbun/q018RG00000394.html
https://www1.g-reiki.net/ogori/reiki_honbun/q018RG00000642.html
https://www1.g-reiki.net/city.munakata/reiki_honbun/r010RG00000834.html
https://www1.g-reiki.net/city.munakata/reiki_honbun/r010RG00000834.html
https://www.city.munakata.lg.jp/040/050/060/004/index.html
https://www.city.munakata.lg.jp/040/050/060/004/index.html
http://www.city.dazaifu.lg.jp/soumu/reiki_int/reiki_honbun/q023RG00000909.html
https://www.city.dazaifu.lg.jp/soumu/reiki_int/reiki_honbun/q023RG00000831.html
https://www.city.dazaifu.lg.jp/soumu/reiki_int/reiki_honbun/q023RG00000831.html
https://www.city.dazaifu.lg.jp/soumu/reiki_int/reiki_honbun/q023RG00000650.html


再生可能エネルギー設備導入における主な関連許認可等の担当窓口 令和６年４月現在

太陽光 風力 地熱 中小水力 バイオマス

95 うきは市景観条例
一定規模を超える建築物・工作物等
（工事着手30日前までに届出）

うきは市 うきは市都市計画準備課 ０９４３－７６－９０６３ ○ ○ ○ ○ ○

96 朝倉市歴史的景観条例 現状変更行為の規制 朝倉市一部の地域 朝倉市教育部文化・生涯学習課文化財係 ０９４６－２８－７３４１ ○ ○ ○ ○ ○

97 朝倉市特別用途地区建築条例 特別用途地区内における建築物の建築の制限 朝倉市の準都市計画区域内の一部（原鶴温泉地区） 朝倉市都市整備課庶務係 ０９４６－２２－１１１５ ○ ○ ○ ○ ○

98
みやま市筑後中央広域都市計画新船小屋観光地区内
の建築制限等に関する条例

特別用途地区内における建築物の建築の制限 みやま市新船小屋観光地区（特別用途地区） みやま市都市計画課 ０９４４－６４－１５３２ ○ ○ ○ ○ ○

99
糸島市地区計画の区域内における建築物の制限に関す
る条例

建築物の用途、構造及び敷地に関する制限 糸島市 糸島市建設都市部都市計画課 ０９２－３３２－２０７７ ○ ○ ○ ○ ○

100 須恵都市計画文教地区条例 特別用途地区内における建築物の建築の制限 須恵町大字旅石の一部地域 須恵町都市整備課 ０９２ー９３２ー１１５１ ○ ○ ○ ○ ○

101
新宮町地区計画の区域内における建築物の制限に関す
る条例

地区計画区域内における建築物の用途その他に関する制限 新宮町の区域のうち、地区計画が定められた区域 新宮町都市整備課 ０９２－９６３－１７３５ ○ ○ ○ ○ ○

102
粕屋町地区計画の区域内における建築物の制限に関す
る条例

地区計画区域内における建築物の用途その他に関する制限 粕屋町の区域のうち、地区計画が定められた区域 粕屋町都市整備部都市計画課 ０９２－９３８－０２０８ ○ ○ ○ ○ ○

103
小竹町再生可能エネルギー発電設備設置事業指
導要綱

3,000平方メートル以上の土地での設置事業 小竹町 小竹町役場まちづくり推進課 ０９４９６－２－１２１４ ○ ○ ○ ○ ○

104
筑前町南高田地区地区計画の区域内における建
築物の制限に関する条例

特別用途地区内における建築物の建築の制限 筑前町南高田地区 筑前町都市計画課 ０９４６－４２－６６４１ ○ ○ ○ ○ ○

105
苅田町地区計画の区域内における建築物の制限
に関する条例

用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度
（工事着手３０日前までに届出）

苅田町の区域のうち、地区計画が定められた区域 苅田町都市計画課 ０９３－４３４－６５２１ ○ ○ ○ ○ ○

106
みやこ町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設
置事業との調和及び適正な管理に関する条例

規制対象：事業者　再生可能エネルギー発電設備設置事業者
規制内容：：発電出力10ｋｗを超える事業・事業区域の面積1,000平方メートル以上となる事
業
必要な手続き：（１）事業計画書提出
　　　　　　　　　 （２）事業者本籍地記載の住民票
　　　　　　　　　 （３）位置図
                       （４）土地利用計画図
                       （５）土地造成計画の平面図、縦断図及び横断図
                       （６）給排水計画の平面図及び構造図
                       （７）事業区域と隣接地の地籍図（８）法令による許認可等を受けている
　　　　　　　　　　　場合は、その 許可証の写し、　住民説明会等

みやこ町全域 住民課生活環境係 ０９３０－３２－２５１０ ○ × × × ×

107
古賀市景観計画
古賀市景観条例

建築物、工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模
様替え又は色彩の変更

古賀市全域 古賀市建設産業部都市整備課 092-942-1119 ○ ○ ○ ○ ○

108
古賀市地区計画の区域内における建築物の制限に関す
る条例

地区計画区域内における建築物の用途、敷地及び構造に関する制限 古賀市内各地区計画区域 古賀市建設産業部都市整備課 092-942-1119 ○ ○ ○ ○ ○

109
古賀市特定用途制限地域における建築物等の制限に関
する条例

特定用途制限地域内における特定の建築物又は工作物への用途の制限等 古賀市内各特定用途制限地域 古賀市建設産業部都市整備課 092-942-1119 ○ ○ ○ ○ ○

110
岡垣町太陽光発電事業と地域環境との調和に関する条
例（令和6年7月1日施行）

対象事業：発電出力の合計が10kwを超えるもの
　※屋根又は屋上に設置するものを除く
規制内容：禁止区域および抑制区域の設定
　※禁止区域：事業区域に含めることを原則認めない区域
　※抑制区域：事業区域に含まないよう求める区域
必要な手続き：
　①事前協議
　②周辺関係者への説明
　③事業計画の届出（工事着手60日前まで）
　④その他の届出（変更・工事完了・廃止・承継）　など

岡垣町全域 住民環境課　環境政策係 093-282-1211（内線115） ○

番号 法律・条例・要綱等の名称 主な規制対象（規制概要） 担当エリア 担当窓口 担当連絡先（電話番号）
再生エネルギーの種類
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https://lg.joureikun.jp/ukiha_city/reiki/act/frame/frame110000788.htm
http://www.city.asakura.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r347RG00000269.html
http://www.city.asakura.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r347RG00000571.html
https://www1.g-reiki.net/city.miyama/reiki_honbun/r377RG00000474.html
https://www1.g-reiki.net/city.miyama/reiki_honbun/r377RG00000474.html
http://www1.g-reiki.net/itoshima/reiki_honbun/r385RG00000532.html
http://www1.g-reiki.net/itoshima/reiki_honbun/r385RG00000532.html
http://www1.g-reiki.net/sue/reiki_honbun/q030RG00000292.html
http://www.town.shingu.fukuoka.jp/reiki/reiki_honbun/q031RG00000794.html
http://www.town.shingu.fukuoka.jp/reiki/reiki_honbun/q031RG00000794.html
http://www.town.kasuya.fukuoka.jp/reiki/act/frame/frame110000748.htm
http://www.town.kasuya.fukuoka.jp/reiki/act/frame/frame110000748.htm
http://www10.e-reikinet.jp/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A91611253&houcd=H423901010001&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj
http://www10.e-reikinet.jp/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A91611253&houcd=H423901010001&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj
https://www1.g-reiki.net/town.kanda/reiki_honbun/q090RG00000513.html
https://www1.g-reiki.net/town.kanda/reiki_honbun/q090RG00000513.html
http://www10.e-reikinet.jp/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A91611253&houcd=H423901010001&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj
http://www10.e-reikinet.jp/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A91611253&houcd=H423901010001&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj
https://www1.g-reiki.net/town.kanda/reiki_honbun/q090RG00000513.html
https://www1.g-reiki.net/town.kanda/reiki_honbun/q090RG00000513.html
https://www1.g-reiki.net/town.kanda/reiki_honbun/q090RG00000513.html
https://www1.g-reiki.net/town.kanda/reiki_honbun/q090RG00000513.html


再生可能エネルギー設備導入における主な関連許認可等の担当窓口 令和６年４月現在

【自然公園関係】

太陽光 風力 地熱 中小水力 バイオマス

【国立公園】
特別地域内での土地の形状変更、工作物の設置、木竹の伐採等（許可）

北九州市 福岡県環境部自然環境課 ０９２－６４３－３３６９ ○ ○ ○ ○ ○

北九州市、福岡市 福岡県環境部自然環境課 ０９２－６４３－３３６９ ○ ○ ○ ○ ○

糸島市 福岡県筑紫保健福祉環境事務所 ０９２－５１３－５６１１ ○ ○ ○ ○ ○

宗像市、古賀市、福津市、新宮町、
久山町、岡垣町

福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所 ０９４０－３６－２４７５ ○ ○ ○ ○ ○

直方市、添田町、福智町 福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 ０９４８－２１－４９７５ ○ ○ ○ ○ ○

うきは市、朝倉市、東峰村 福岡県北筑後保健福祉環境事務所 ０９４２－３０－１０５２ ○ ○ ○ ○ ○

行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、
築上町、上毛町

福岡県京築保健福祉環境事務所 ０９３０－２３－９０５０ ○ ○ ○ ○ ○

北九州市、福岡市、久留米市 福岡県環境部自然環境課 ０９２－６４３－３３６９ ○ ○ ○ ○ ○

筑紫野市、大野城市、太宰府市、
糸島市、那珂川市

福岡県筑紫保健福祉環境事務所 ０９２－５１３－５６１１ ○ ○ ○ ○ ○

宇美町、篠栗町、須惠町、久山町 福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所 ０９４０－３６－２４７５ ○ ○ ○ ○ ○

直方市、飯塚市、田川市、宮若市、
嘉麻市、香春町、福智町、赤村

福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 ０９４８－２１－４９７５ ○ ○ ○ ○ ○

うきは市、朝倉市、大刀洗町 福岡県北筑後保健福祉環境事務所 ０９４２－３０－１０５２ ○ ○ ○ ○ ○

大牟田市、八女市、筑後市、みやま市 福岡県南筑後保健福祉環境事務所 ０９４３－２２－６９６３ ○ ○ ○ ○ ○

行橋市、苅田町、みやこ町、築上町 福岡県京築保健福祉環境事務所 ０９３０－２３－９０５０ ○ ○ ○ ○ ○

113 福岡県環境保全に関する条例

【自然環境保全地域】
特別地区内での土地の形状変更、工作物の設置、木竹の伐採等（許可）
普通地区内での土地の形状変更、一定規模を超える工作物の設置等（工事着手
の30日前までに届出）

宗像市、朝倉市、久山町 福岡県環境部自然環境課 ０９２－６４３－３３６９ ○ ○ ○ ○ ○

114
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す
る法律

鳥獣保護区特別保護地区内における工作物等の設置等（許可）、木竹の伐採（許可） 県全域 福岡県環境部自然環境課 ０９２－６４３－３３６７ ○ ○ ○ ○ ○

再生エネルギーの種類

111 自然公園法

【国定公園】

特別地域内での土地の形状変更、工作物の設置、木竹の伐採等（許可）

普通地域内での土地の形状変更、一定規模を超える工作物の設置等（工事着手の30日前
までに届出）

112 福岡県立自然公園条例

【県立自然公園】

特別地域内での土地の形状変更、工作物の設置、木竹の伐採等（許可）

普通地域内での土地の形状変更、一定規模を超える工作物の設置等（工事着手
の30日前までに届出）

番号 法律・条例・要綱等の名称 主な規制対象（規制概要） 担当エリア 担当窓口 担当連絡先（電話番号）
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https://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:/EFServ2/ss000666E3/GUEST&TID=2&SYSID=421
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=414AC0000000088
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=414AC0000000088
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332AC0000000161
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/naturalpark01.html


再生可能エネルギー設備導入における主な関連許認可等の担当窓口 令和６年４月現在

【河川・港湾・海岸関係】

太陽光 風力 地熱 中小水力 バイオマス

115 河川法
土地の占用の許可
工作物の新築等の許可

１級河川の指定区間
２級河川

福岡県県土整備部河川管理課管理係 ０９２－６４３－３６６６ ○ ○ ○ ○ ○

116 北九州市普通河川管理条例
土地の占用の許可
工作物の占用の許可

北九州市の
・準用河川
・普通河川

北九州市建設局河川部河川整備課 ０９３－５８２－２２８１ ○ ○ ○ ○ ○

福岡市普通河川管理条例
福岡市の
・準用河川
・普通河川

福岡市道路下水道局建設部河川課 ０９２－７１１－４４９７

福岡市下水道条例
福岡市の
・下水道管理課所管の水路
・下水道管渠

福岡市道路下水道局管理部
下水道管理課

０９２－７１１－４５３４

118 篠栗町河川管理条例 行為の許可 篠栗町内の河川法を適用または準用しない河川 篠栗町都市整備課 ０９２－９４７－１２１９ ○ ○ ○ ○ ○

119 桂川町河川及び公有水面管理条例 桂川町内の河川及び水面の占用許可 桂川町 桂川町建設事業課 ０９４８－６５－３３３０ ○ ○ ○ ○ ○

120 桂川町用水路の管理に関する条例 桂川町内の用水路の占用及び用水路への放流の許可 桂川町 桂川町建設事業課 ０９４８－６５－３３３０ ○ ○ ○ ○ ○

県営港湾内（苅田、三池、大牟田、宇島、若津、大島、芦
屋）

福岡県県土整備部港湾課管理係 ０９２－６４３－３６７４ ○ ○ ○ ○ ○

北九州港 北九州市港湾空港局総務港営部港営課 ０９３－３２１－５９６０ ○ ○ ○ ○ ○

博多港 福岡市港湾空港局港湾振興部港湾管理課 ０９２－２８２－７１７３ ○ ○ ○ ○ ○

臨海地区内で一定規模以上（床面積の合計が2,500㎡又は敷地面積が5,000㎡以上）の工場
又は事業場の新設または増設をする場合（工事開始の６０日前までに届出）

北九州港 北九州市港湾空港局総務港営部港営課 ０９３－３２１－５９６０ ○ ○ ○ ○ ○

（港湾課管理係）
０９２－６４３－３６７４

○ ○ ○ ○ ○

（農村森林整備課農地保全係）
０９２－６４３－３５１０

○ ○ ○ ○ ○

海岸保全区域（海岸法第5条第4項の規定により、北九州
港港湾管理者の長が管理を行う区域に限る

北九州市港湾空港局総務港営部港営課 ０９３－３２１－５９６０ ○ ○ ○ ○ ○

施設又は工作物の設置
土地の掘削、盛土、切土

一般公共海岸区域 福岡県県土整備部港湾課管理係 ０９２－６４３－３６７４ ○ ○ ○ ○ ○

123 福岡県自然海浜保全地区条例 自然海浜保全地区内での土地の形質変更、工作物の設置等（届出） 北九州市、豊前市 福岡県環境部自然環境課 ０９２－６４３－３３６９ ○ ○ ○ ○ ○

124 水産資源保護法 同法第18条に基づき指定された保護水面の区域における工事
県下水面のうち保護水面に指定された区域（宗像市地
先）

福岡県農林水産部水産局水産振興課 ０９２－６４３－３５６１ ○ ○ ○ ○ ○

125 漁港漁場整備法 漁港の区域内の水面又は公共空地において、工作物の建設等をする場合（許可） 漁港の区域内の水域又は公共空地 福岡県農林水産部水産局水産振興課 ０９２－６４３－３５６５ ○ ○ ○ ○ ○

126
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す
る法律

鳥獣保護区特別保護地区内における水面の埋立又は干拓 県全域 福岡県環境部自然環境課 ０９２－６４３－３３６７ ○ ○ ○ ○ ○

127 福岡県漁業調整規則 福岡県の漁業権設定海域における岩礁破砕、土砂もしくは岩石の採取 県沿岸域全域 福岡県農林水産部水産局漁業管理課 ０９２－６４３－３５５６ ○ ○ ○ ○ ○

128 福岡県一般海域管理条例
物件、工作物又は施設等の設置
利害関係者がある場合にあっては、その同意。（漁業関係者、海上保安部等）

一般海域
※漁港区域、港湾区域、海岸保全区域、河川区域以外
の水面（水面下の土地を含む）

福岡県県土整備部港湾課管理係 ０９２－６４３－３６７４ ○ ○ ○ ○ ○

129
福岡県県営港湾の臨港地区内の分区における構
築物の規制に関する条例

県営港湾における建築物その他の構築物の建設
一般海域
※漁港区域、港湾区域、海岸保全区域、河川区域以外
の水面（水面下の土地を含む）

福岡県県土整備部港湾課管理係 ０９２－６４３－３６７４ ○ ○ ○ ○ ○

130
北九州市臨港地区内の分区における構築物の規
制に関する条例

臨港地区内における建築物その他の構築物の建設 北九州港 北九州市港湾空港局港営課 ０９３－３２１－５９６０ ○ ○ ○ ○ ○

131 福岡県港湾施設管理条例 港湾施設の全部又は一部を占用すること
一般海域
※漁港区域、港湾区域、海岸保全区域、河川区域以外
の水面（水面下の土地を含む）

福岡県県土整備部港湾課管理係 ０９２－６４３－３６７４ ○ ○ ○ ○ ○

132 北九州市港湾施設管理条例 港湾施設の全部又は一部を占用すること 北九州港 北九州市港湾空港局港営課 ０９３－３２１－５９５１ ○ ○ ○ ○ ○

133
福岡県海岸保全区域又は一般公共海岸区域にお
ける占用等に関する条例

海岸保全区域又は一般公共海岸区域における占用等
海岸保全区域及び一般公共海岸区域（政令市所管を除
く）

福岡県県土整備部港湾課管理係 ０９２－６４３－３６７４ ○ ○ ○ ○ ○

134
福岡県港湾区域又は港湾隣接地域内における占
用等に関する条例

港湾区域内及び港湾隣接地域内における占用等
県営港湾内（苅田、三池、大牟田、宇島、若津、大島、芦
屋）

福岡県県土整備部港湾課管理係 ０９２－６４３－３６７４ ○ ○ ○ ○ ○

135
北九州市の管理する港湾の港湾区域内及び港湾
隣接地域内における水域の占用等に関する条例

港湾区域内及び港湾隣接地域内における水域の占用等 北九州港 北九州市港湾空港局港営課 ０９３－３２１－５９６０ ○ ○ ○ ○ ○

海岸保全区域（政令市所管除く）
福岡県県土整備部港湾課管理係（国土交通省所管分）
福岡県農林水産部農村森林整備課農地保全係（農林水産
省農村振興局所管分）

121 港湾法

港湾区域内における水域又は公共空地の占用
水域占用については海上保安部等との協議
水際線から２０ｍ以内の地域内で構築物の建設又は改築をする場合、載荷重の制限あり（港
湾隣接地域）

122 海岸法

海岸保全施設以外の施設又は工作物の設置
土地の掘削、盛土、切土

再生エネルギーの種類

117
土地の占用の許可
工作物の新築等の許可

○ ○ ○ ○ ○

番号 法律・条例・要綱等の名称 主な規制対象（規制概要） 担当エリア 担当窓口 担当連絡先（電話番号）
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太陽光 風力 地熱 中小水力 バイオマス

136 福岡県漁港管理条例
津屋崎漁港、大島漁港、宇島漁港、
沖端漁港、小呂島漁港、沖ノ島漁港

福岡県農林水産部水産局水産振興課 ０９２－６４３－３５６５ ○ ○ ○ ○ ○

137 北九州市漁港管理条例
岩屋漁港、柄杓田漁港、脇田漁港、
曽根漁港、脇之浦漁港、藍島漁港、
馬島漁港、平松漁港

北九州市産業経済局水産課 ０９３－５８２－２０８６ ○ ○ ○ ○ ○

138 福岡市漁港管理条例
玄界漁港、西浦漁港、唐泊漁港、
博多漁港、浜崎今津漁港、志賀島漁港、弘漁港、奈多漁
港

福岡市農林水産局水産部漁港課 ０９２－７１１－４３７２ ○ ○ ○ ○ ○

139 大牟田市黒崎漁港管理条例 黒崎漁港 大牟田市農林水産課 ０９４４－４１－２７５４ ○ ○ ○ ○ ○

140 柳川市漁港管理条例
中島漁港、有明漁港、皿垣開漁港、
東宮永漁港、両開漁港、久間田漁港

柳川市水産振興課 ０９４４－７７－８７５３ ○ ○ ○ ○ ○

141 大川市漁港管理条例
新田漁港、大野島漁港、上新田漁港、
若津漁港、三又漁港

大川市農業水産課 ０９４４－８５－５５８９ ○ ○ ○ ○ ○

142 行橋市漁港管理条例
沓尾漁港、長井漁港、稲童漁港、
蓑島漁港

行橋市商工水産課 ０９３０－２５－９７３３ ○ ○ ○ ○ ○

143 豊前市漁港管理条例 松江漁港、八屋漁港 豊前市農林水産課 ０９７９－８２－１１１１ ○ ○ ○ ○ ○

144 宗像市漁港管理条例 神湊漁港、鐘崎漁港、地島漁港 宗像市水産振興課 ０９４０－３６－００３１ ○ ○ ○ ○ ○

145 糸島市漁港管理条例
加布里漁港、深江漁港、大入漁港、鹿家漁港、
福吉漁港、姫島漁港、船越漁港、岐志漁港、
芥屋漁港、野北漁港

糸島市産業振興部農林水産課 ０９２－３３２－２０８８ ○ ○ ○ ○ ○

146 福津市漁港管理条例 勝浦漁港、福間漁港 福津市建設課 ０９４０－６２－５０６３ ○ ○ ○ ○ ○

147 みやま市漁港管理条例 江浦漁港 みやま市農林水産課 ０９４４－６４－１５２２ ○ ○ ○ ○ ○

148 新宮町漁港管理条例 新宮漁港、相島漁港 新宮町都市整備課 ０９２－９６３－１７３５ ○ ○ ○ ○ ○

149 芦屋町漁港管理条例 柏原漁港 芦屋町産業観光課 ０９３－２２３－３５４４ ○ ○ ○ ○ ○

150 岡垣町漁港管理条例 波津漁港 岡垣町産業振興課
０９３－２８２－１２１１
（内）１０４

○ ○ ○ ○ ○

151 築上町漁港管理条例
西八田漁港、八田漁港、椎田漁港、
西角田漁港

築上町建設課
０９３０－５６－０３００
（内）３８５

○ ○ ○ ○ ○

152 吉富漁港管理条例 吉富漁港 吉富町建設課 ０９７９－２４－４０７３ ○ ○ ○ ○ ○

【道路関係】

太陽光 風力 地熱 中小水力 バイオマス

政令市を除く県全域の国道（指定区間外）及び県道
福岡県県土整備部道路維持課管理係
（占用許可の実務手続きは各県土整備事務所及び支所）

０９２－６４３－３６５３ ○ ○ × × ×

直轄国道を除く、北九州市管内の道路法上の道路
北九州市建設局総務部管理課
（占用許可の実務手続きは各区役所）

０９３－５８２－２２７１ ○ ○ × × ×

直轄国道を除く、福岡市管内の道路法上の道路
福岡市道路下水道局路政課
（占用許可の実務手続きは各区役所）

０９２－７１１－４４５８ ○ ○ × × ×

154 道路交通法
道路使用許可手続
工作物（発電設備）を道路上に設置する場合

県内全域（道路上） 福岡県警察本部交通部交通規制課 ０９２－６４１－４１４１ ○ ○ × × ×

155
朝倉市道路占用規則
朝倉市道路占用料徴収条例

道路法に規定された市道敷に太陽光発電設備及び風力発電設備を設置する場合、市長の
許可が必要。

朝倉市 朝倉市建設課用地管理係 ０９４６－２８－７５７３ ○ ○ × × ×

156
朝倉市法定外公共物条例
朝倉市法定外公共物条例施行規則

道路法又は河川法が適用されない道路、河川その他一般公共の土地に太陽光発電設備及
び風力発電設備を設置する場合、市長の許可が必要。

朝倉市 朝倉市建設課用地管理係 ０９４６－２８－７５７３ ○ ○ × × ×

157 篠栗町道路占用及び使用に関する条例 道路占用許可 篠栗町内の町道 篠栗町都市整備課 ０９２－９４７－１２１９ ○ ○ ○ ○ ○

158
桂川町道路、河川並びに町有土地占使用料徴収
条例

占使用料の徴収 桂川町 桂川町建設事業課 ０９４８－６５－３３３０ ○ ○ ○ ○ ○

159 大任町道路占用料に関する条例 道路占用許可 大任町内の町道 大任町事業課 ０９４７－６３－３００１ ○ ○ ○ ○ ○

【そのほかの占用関係】

太陽光 風力 地熱 中小水力 バイオマス

東公園、西公園、大濠公園、天神中央公園、名島運動公
園

福岡県土整備事務所 ０９２－６４１－１１９６ ○ ○ ○ ○ ○

中央公園 北九州県土整備事務所 ０９３－６９１－２７６４ ○ ○ ○ ○ ○

筑豊緑地 飯塚県土整備事務所 ０９４８－２１－４９３４ ○ ○ ○ ○ ○

春日公園 那珂県土整備事務所 ０９２－５１３－５５６３ ○ ○ ○ ○ ○

筑後広域公園（みやま市） 南筑後県土整備事務所柳川支所 ０９４４－７２－４１５５ ○ ○ ○ ○ ○

筑後広域公園（筑後市） 八女県土整備事務所 ０９４３－２２－６９８４ ○ ○ ○ ○ ○

161 古賀市法定外公共物管理条例
道路法又は河川法が適用されない道路、河川その他水路、池、沼等に ついては、設備の設
置前に「法定外公共物占用等許可申請」の届出が必要。

古賀市 古賀市建設課管理係 ０９２－９４２－１１１７ ○ ○ ○ ○ ○

162 桂川町法定外公共物の管理に関する条例 桂川町内の法定外公共物の占用許可 桂川町 桂川町建設事業課 ０９４８－６５－３３３０ ○ ○ ○ ○ ○

担当エリア 担当窓口 担当連絡先（電話番号）
再生エネルギーの種類

160 都市公園法 占用許可

153 道路法 道路占用許可

番号 法律・条例・要綱等の名称 主な規制対象（規制概要）

担当連絡先（電話番号）

再生エネルギーの種類

漁港施設占用許可

番号 法律・条例・要綱等の名称 主な規制対象（規制概要） 担当エリア 担当窓口 担当連絡先（電話番号）
再生エネルギーの種類

番号 法律・条例・要綱等の名称 主な規制対象（規制概要） 担当エリア 担当窓口
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再生可能エネルギー設備導入における主な関連許認可等の担当窓口 令和６年４月現在

【その他開発関係】

太陽光 風力 地熱 中小水力 バイオマス

砂防法

福岡県砂防指定地等管理条例

164 地すべり等防止法

１ 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の
機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為
２ 地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為
３ のり切又は切土で政令で定めるもの
４ ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるも
の
５ 前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは
誘発する行為で政令で定めるもの

地すべり防止区域

所在地所管の県土整備事務所用地課管理係（国土交通省
所管分）

福岡県農林水産部農村森林整備課農地保全係（農林水産
省農村振興局所管分）

福岡県農林水産部農村森林整備課治山係（林野庁所管分）

各県土整備事務所用地課管理係

（農村森林整備課農地保全係）
０９２－６４３－３５１０

（農村森林整備課治山係）
０９２－６４３－３５４４

○ ○ ○ ○ ○

165 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

１ 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
２ ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
３ のり切、切土、掘さく又は盛土
４ 立木竹の伐採
５ 木竹の滑下又は地引による搬出
６ 土石の採取又は集積
７ 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為
で政令で定めるもの

急傾斜地崩壊危険区域 所在地所管の県土整備事務所用地課管理係 各県土整備事務所用地課管理係 ○ ○ ○ ○ ○

県全域（北九州市、福岡市及び久留米市を除く。） 福岡県環境部廃棄物対策課 ０９２－６４３－３３６４ ○ ○ ○ ○ ○

北九州市
北九州市環境局環境監視部産業廃棄物対策課（産廃）
北九州市環境局循環社会推進部施設課（一廃）

（産業廃棄物対策課）
０９３－５８２－２１７７
（施設課）
０９３－５８２－２１８４

○ ○ ○ ○ ○

福岡市
福岡市環境局環境監理部産業廃棄物指導課（産廃）
福岡市環境局施設部施設課（一廃）

（産業廃棄物指導課）
０９２－７１１－４３０３
（施設課）
０９２－７１１－４３１２

○ ○ ○ ○ ○

久留米市 久留米市環境部廃棄物指導課 ０９４２－３０－９１４８ ○ ○ ○ ○ ○

北九州市、福岡市、久留米市 福岡県環境部自然環境課 ０９２－６４３－３３６８ × × ○ ○ ×

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂
川市

福岡県筑紫保健福祉環境事務所 ０９２－５１３－５６１１ × × ○ ○ ×

中間市、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡、遠賀郡 福岡県宗像･遠賀保健福祉環境事務所 ０９４０－３６－２４７５ × × ○ ○ ×

直方市、宮若市、鞍手郡、飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡、田
川市、田川郡

福岡県嘉穂･鞍手保健福祉環境事務所 ０９４８－２１－４９７５ × × ○ ○ ×

小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡 福岡県北筑後保健福祉環境事務所 ０９４２－３０－１０５２ × × ○ ○ ×

大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま
市、三潴郡、八女郡

福岡県南筑後保健福祉環境事務所 ０９４３－２２－６９６３ × × ○ ○ ×

行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 福岡県京築保健福祉環境事務所 ０９３０－２３－９０５０ × × ○ ○ ×

北九州市 北九州市建築都市局計画部都市計画課計画調整係 ０９３－５８２－２４５１ ○ ○ ○ ○ ○

福岡市 福岡市財政局財産有効活用部財産管理課 ０９２－７１１－４１７６ ○ ○ ○ ○ ○

福岡県総合政策課政策推進班（相談窓口） ０９２－６４３－３２１３ ○ ○ ○ ○ ○

土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課
（届出窓口）

各市町村 ○ ○ ○ ○ ○

169 公有地の拡大の推進に関する法律

都市計画区域内等の土地を譲渡する場合の届出
１　都市計画施設の区域内の土地（200㎡以上）
２　都市計画区域内の次に掲げる土地〔(1)から(4)までは200㎡以上〕
(1)　道路、都市公園、河川予定地として決定又は指定された区域内の土地等
(2)　土地区画整理促進区域内の土地
(3)　住宅街区整備事業の施行区域内の土地
(4)　生産緑地地区の区域内の土地
(5)　市街化区域における5,000㎡以上の土地
(6)　上記(1)から(5)のほか、市街化調整区域を除く都市計画区域における10,000㎡以上の土
地

各市町
土地の所在する市町の公拡法担当課
（届出窓口）

各市町 ○ ○ ○ ○ ○

土地改良法

福岡県土地改良財産の譲与及び管理の委託に関する条
例施行規則

171 豊前市土砂等のたい積の規制に関する条例 500㎡以上、3,000㎡以下の埋立て，盛土及びたい積 豊前市 豊前市生活環境課 ０９７９－８２－１１１１ ○ ○ ○ ○ ○

○
福岡県農林水産部農村森林整備課管理係
（他目的使用等の実務手続きは、各農林事務所）

０９２－６４３－３５０６ ○ ○ ○ ○

168 国土利用計画法

一定面積以上の土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要（第23条1項）
　（契約を締結した日から起算して２週間以内に届出）
　　市街化区域　　　　　　　　　　　　　　　 2,000㎡以上
　　市街化区域以外の都市計画区域　　5,000㎡以上
　　都市計画区域外　　              　     10,000㎡以上 政令市を除く県内各市町村

170 土地改良財産の他目的使用等の承認
県が管理受託している国有土地改良財産
（朝倉及び筑後農林事務所管内）
県が所有している土地改良財産

○

166 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
過去に廃棄物の処分場であった土地の形質変更
（工事着手の３０日前までに届出）

167 温泉法 温泉を湧出させる目的での土地の掘削（許可）

再生エネルギーの種類

163

１ 工作物の新築、改築又は除却
２ 土地の掘削、盛土、のり切り、切土又は開墾
３ 土石の採取若しくは鉱物の採掘又は土石若しくは鉱物のたい積若しくは投棄
４ 竹木の伐採又は滑下若しくは地引きによる運搬
５ 芝草の堀取り
６ 火入れ
７ 牛、馬その他の家畜の継続的な放牧又はけい留

砂防指定地 所在地所管の県土整備事務所用地課管理係 各県土整備事務所用地課管理係 ○ ○ ○ ○

番号 法律・条例・要綱等の名称 主な規制対象（規制概要） 担当エリア 担当窓口 担当連絡先（電話番号）
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再生可能エネルギー設備導入における主な関連許認可等の担当窓口 令和６年４月現在

【設備等規制関係】

太陽光 風力 地熱 中小水力 バイオマス

172 環境影響評価法

・出力が２．２５万キロワット以上である水力発電所の設置事業
・出力が１１．２５万キロワット以上である火力発電所の設置事業
・出力が０．７５万キロワット以上である地熱発電所の設置事業
・出力が３万キロワット以上である太陽電池発電所の設置事業
・出力が０．７５万キロワット以上である風力発電所の設置事業
・原子力発電所
・７５ha以上の宅地の造成事業（都市再生機構等が実施するものに限る）

県全域 福岡県環境部自然環境課 ０９２－６４３－３３６８ ○ ○ ○ ○ ○

173 福岡県環境影響評価条例

・出力が1.5万キロワット以上である水力発電所の設置事業
・出力が7.5万キロワット以上である火力発電所の設置事業
・太陽電池及びこれと一体として設けられる機器の設置の用に供する場所その他事業の実
施に伴って必要とされる場所（以下「発電区域」という。）の面積が五十ヘクタール以上である
太陽電池発電所の設置事業
・工場又は事業場の設置事業
　　排出水量　５，０００m3/日以上、排出ガス量１５万Nm3/時以上
・出力が０．５万キロワット以上である風力発電所の設置事業

県全域（北九州市及び福岡市を除く） 福岡県環境部自然環境課 ０９２－６４３－３３６８ ○ ○ × ○ ○

174 福岡県環境保全に関する条例
・工場の設置事業
　　排出水量　３００m3/日以上、硫黄酸化物の排出量１０Nm3/時以上（許可）
・３ｈａ以上の宅地の造成（ソーラーパネル（工作物）のみの設置を除く）

県全域 福岡県環境部自然環境課 ０９２－６４３－３３６８ ○ ○ ○ ○ ○

175 上毛町環境保全条例 公害が発生するおそれがあると予想される工場等を設置するとき 上毛町 上毛町住民課 ０９７９－７２－３１１１ ○ ○ ○ ○ ○

県全域
（北九州市、福岡市及び久留米市を除く。）

福岡県環境部廃棄物対策課施設第一係（一廃）
福岡県環境部廃棄物対策課施設第二係（産廃）

０９２－６４３－３３９８（施設第一係）
０９２－６４３－３３６４（施設第二係）

× × × × ○

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂
川市

福岡県筑紫保健福祉環境事務所環境指導課
（申請窓口）

０９２－５１３－５６１２ × × × × ○

中間市、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡、遠賀郡
福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所環境指導課
（申請窓口）

０９４０－３６－６３２２ × × × × ○

※1　直方市、宮若市、鞍手郡
※2　飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡
※3　田川市、田川郡

福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所環境指導課
（申請窓口）

※1　０９４８－２１－４８１２
※2　０９４８－２１－４８１３
※3　０９４８－２１－４８１４

× × × × ○

小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡 福岡県北筑後保健福祉環境事務所環境課（申請窓口） ０９４２－３０－１０５８ × × × × ○

大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま
市、三潴郡、八女郡

福岡県南筑後保健福祉環境事務所環境指導課（申請窓口） ０９４３－２２－６９６４ × × × × ○

行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 福岡県京築保健福祉環境事務所環境課（申請窓口） ０９３０－２３－２３８０ × × × × ○

北九州市
北九州市環境局環境監視部産業廃棄物対策課（産廃）
北九州市環境局循環社会推進部施設課（一廃）

０９３－５８２－２１７７
 （産業廃棄物対策課）

× × × × ○

福岡市
福岡市環境局環境監理部産業廃棄物指導課（産廃）
福岡市環境局施設部施設課（一廃）

０９２－７１１－４３０３
（産業廃棄物指導課）

× × × × ○

久留米市 久留米市環境部廃棄物指導課 ０９４２－３０－９１４８ × × × × ○

県全域
（北九州市、福岡市及び久留米市を除く。）

福岡県環境部廃棄物対策課 ０９２－６４３－３３６４ × × × × ○

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂
川市

福岡県筑紫保健福祉環境事務所環境指導課（申請窓口） ０９２－５１３－５６１２ × × × × ○

中間市、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡、遠賀郡
福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所環境指導課
（申請窓口）

０９４０－３６－６３２２ × × × × ○

※1　直方市、宮若市、鞍手郡
※2　飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡
※3　田川市、田川郡

福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所環境指導課
（申請窓口）

※1　０９４８－２１－４８１２
※2　０９４８－２１－４８１３
※3　０９４８－２１－４８１４

× × × × ○

小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡 福岡県北筑後保健福祉環境事務所環境課（申請窓口） ０９４２－３０－１０５８ × × × × ○

大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま
市、三潴郡、八女郡

福岡県南筑後保健福祉環境事務所環境指導課（申請窓口） ０９４３－２２－６９６４ × × × × ○

行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 福岡県京築保健福祉環境事務所環境課（申請窓口） ０９３０－２３－２３８０ × × × × ○

北九州市 北九州市環境局環境監視部産業廃棄物対策課（産廃） ０９３－５８２－２１７７ × × × × ○

福岡市 福岡市環境局環境監理部産業廃棄物指導課（産廃） ０９２－７１１－４３０３ × × × × ○

久留米市 久留米市環境部廃棄物指導課 ０９４２－３０－９１４８ × × × × ○

一般廃棄物収集運搬業許可
一般廃棄物処分業許可

各市町村（又は一部事務組合）
各市町村（又は一部事務組合）の一般廃棄物処理業許可担
当課

各市町村（又は一部事務組合） × × × × ○

176 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設の設置（許可）

産業廃棄物処理業の実施（許可）

番号 法律・条例・要綱等の名称 主な規制対象（規制概要） 担当エリア 担当窓口 担当連絡先（電話番号）

再生エネルギーの種類
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再生可能エネルギー設備導入における主な関連許認可等の担当窓口 令和６年４月現在

太陽光 風力 地熱 中小水力 バイオマス

福岡県環境部環境保全課大気係（相談窓口） ０９２－６４３－３３６０

大牟田市環境部環境保全課（届出窓口） ０９４４－４１－２７２１

大牟田市（事業場） 大牟田市環境部環境保全課（届出窓口） ０９４４－４１－２７２１

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂
川市

福岡県筑紫保健福祉環境事務所環境指導課
（届出窓口）

０９２－５１３－５６１２

中間市、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡、遠賀郡
福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所環境指導課（届出窓
口）

０９４０－３６－６３２２

※1　直方市、宮若市、鞍手郡
※2　飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡
※3　田川市、田川郡

福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所環境指導課（届出窓
口）

※1　０９４８－２１－４８１２
※2　０９４８－２１－４８１３
※3　０９４８－２１－４８１４

小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡 福岡県北筑後保健福祉環境事務所環境課（届出窓口） ０９４２－３０－１０５８

柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、三潴郡、
八女郡

福岡県南筑後保健福祉環境事務所環境指導課（届出窓口） ０９４３－２２－６９６４

行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 福岡県京築保健福祉環境事務所環境課（届出窓口） ０９３０－２３－２３８０

北九州市 北九州市環境局環境監視部環境監視課 ０９３－５８２－２２９０

福岡市 福岡市環境局環境監理部環境保全課 ０９２－７３３－５３８６

久留米市 久留米市環境部環境保全課 ０９４２－３０－９０４３

北九州市公害防止条例
一定規模以上の廃棄物焼却炉等のばい煙に係る指定施設の設置
（工事着手の60日前までに届出）

北九州市 北九州市環境局環境監視部環境監視課 ０９３－５８２－２２９０ × × ○ × ○

178 悪臭防止法 規制地域において行う事業 福岡県全域 各市町村環境部局 各市町村 × × × × ○

179
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の
促進に関する法律

家畜等の排せつ物を燃料として使用する事業
※「たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設の構造設備及び家
畜排せつ物の管理の方法に関し畜産業を営む者が遵守すべき基準」（管理基準という）が定
められている

福岡県全域 福岡県農林水産部畜産課 ０９２－６４３－３４９６ × × × × ○

180 桂川町公害防止条例 桂川町内における事業活動に伴って生じる公害の防止 桂川町 桂川町保険環境課 ０９４８－６５－１０９７ ○ ○ ○ ○ ○

福岡県環境部環境保全課水質係（相談窓口） ０９２－６４３－３３５９ × × ○ ○ ○

大牟田市環境部環境保全課（届出窓口） ０９４４－４１－２７２１ × × ○ ○ ○

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂
川市

福岡県筑紫保健福祉環境事務所環境指導課 ０９２－５１３－５６１２ × × ○ ○ ○

中間市、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡、遠賀郡 福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所環境指導課 ０９４０－３６－６３２２ × × ○ ○ ○

※1　直方市、宮若市、鞍手郡
※2　飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡
※3　田川市、田川郡

福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所環境指導課
※1　０９４８－２１－４８１２
※2　０９４８－２１－４８１３
※3　０９４８－２１－４８１４

× × ○ ○ ○

小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡 福岡県北筑後保健福祉環境事務所環境課 ０９４２－３０－１０５８ × × ○ ○ ○

柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、三潴郡、
八女郡

福岡県南筑後保健福祉環境事務所環境指導課 ０９４３－２２－６９６４ × × ○ ○ ○

行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 福岡県京築保健福祉環境事務所環境課 ０９３０－２３－２３８０ × × ○ ○ ○

北九州市 北九州市環境局環境監視部環境監視課 ０９３－５８２－２２９０ × × ○ ○ ○

福岡市 福岡市環境局環境監理部環境保全課 ０９２－７３３－５３８６ × × ○ ○ ○

久留米市 久留米市環境部環境保全課 ０９４２－３０－９０４３ × × ○ ○ ○

添田町、赤村
福岡県環境保全課水質係（相談窓口）
福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所環境指導課（申請窓
口）

０９２－６４３－３３５９（相談窓口）
０９４８－２１－４８１４（申請窓口）

× × ○ ○ ○

行橋市、豊前市、京都郡、築上郡
福岡県環境保全課水質係（相談窓口）
福岡県京築保健福祉環境事務所環境課(申請窓口）

０９２－６４３－３３５９（相談窓口）
０９３０－２３－２３８０（申請窓口）

× × ○ ○ ○

北九州市 北九州市環境局環境監視部環境監視課 ０９３－５８２－２２９０ × × ○ ○ ○

一定規模以上の空気圧縮機、送風機、木材加工機械等の特定施設の設置
　（設置工事着手日の30日前までに届出）

○ ○ ○ ○ ○

一定規模以上のバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザー等を使用する特定建設作業の
実施（作業開始の7日前までに届出）

○ ○ ○ ○ ○

一定規模以上の圧縮機、木材加工機械等の特定施設の設置
　（設置工事着手日の30日前までに届出）

○ ○ ○ ○ ○

一定規模以上の特定建設作業の実施（作業開始の7日前までに届出） ○ ○ ○ ○ ○

福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例
一定規模以上の特定施設の設置
　（設置工事着手日の30日前までに届出）

各市町村（北九州市を除く） 各市町村　環境部局 ○ ○ ○ ○ ○

北九州市公害防止条例
一定規模以上の空気圧縮機、送風機等の特定施設の設置
　（設置工事着手日の30日前までに届出）

北九州市 北九州市環境局環境監視部環境監視課 ０９３－５８２－２２９０ ○ ○ ○ ○ ○

各市町村　環境部局

振動規制法 各市町村 各市町村　環境部局

182 瀬戸内海環境保全特別措置法
水質汚濁防止法等の特定施設等の設置で、瀬戸内海区域及びそこへ流入する公共用水域
に１日５０㎥以上排水する場合は、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき、許可が必要（約
８０日前）

183

騒音規制法 各市町村

○ × ○

181 水質汚濁防止法
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年６月１７日政令第１８８号）別表第一に規定する特定施設
の設置等
（工事着手の60日前までに届出）

大牟田市

担当エリア 担当窓口 担当連絡先（電話番号）
再生エネルギーの種類

177
大気汚染防止法

一定規模以上のボイラー、廃棄物焼却炉等ばい煙発生施設の設置
（工事着手の60日前までに届出）

大牟田市（工場）

× ×

番号 法律・条例・要綱等の名称 主な規制対象（規制概要）
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再生可能エネルギー設備導入における主な関連許認可等の担当窓口 令和６年４月現在

太陽光 風力 地熱 中小水力 バイオマス

福岡県環境部環境保全課大気係（相談窓口） ０９２－６４３－３３６０ × × × × ○

大牟田市環境部環境保全課（届出窓口） ０９４４－４１－２７２１ × × × × ○

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂
川市

福岡県筑紫保健福祉環境事務所環境指導課（届出窓口） ０９２－５１３－５６１２ × × × × ○

中間市、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡、遠賀郡
福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所環境指導課（届出窓
口）

０９４０－３６－６３２２ × × × × ○

※1　直方市、宮若市、鞍手郡
※2　飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡
※3　田川市、田川郡

福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所環境指導課（届出窓
口）

※1　０９４８－２１－４８１２
※2　０９４８－２１－４８１３
※3　０９４８－２１－４８１４

× × × × ○

小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡 福岡県北筑後保健福祉環境事務所環境課（届出窓口） ０９４２－３０－１０５８ × × × × ○

柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、三潴郡、
八女郡

福岡県南筑後保健福祉環境事務所環境指導課（届出窓口） ０９４３－２２－６９６４ × × × × ○

行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 福岡県京築保健福祉環境事務所環境課（届出窓口） ０９３０－２３－２３８０ × × × × ○

北九州市 北九州市環境局環境監視部環境監視課 ０９３－５８２－２２９０ × × × × ○

福岡市 福岡市環境局環境監理部環境保全課 ０９２－７３３－５３８６ × × × × ○

久留米市 久留米市環境部環境保全課 ０９４２－３０－９０４３ × × × × ○

県全域（福岡市、北九州市を除く） 福岡県商工部工業保安課 ０９２－６４３－３４３９

遠賀郡、行橋市、京都郡、豊前市、築上郡、中間市 北九州中小企業振興事務所（届出） ０９３－５１２－１５４０

宗像市、福津市、筑紫野市、太宰府市、那珂川市、春日
市、糸島市、糟屋郡、大野城市、古賀市

福岡中小企業振興事務所（届出） ０９２－６２２－１０４０

直方市、飯塚市、田川市、嘉麻市、宮若市、鞍手郡、嘉
穂郡、田川郡

飯塚中小企業振興事務所（届出） ０９４８－２２－３５６１

大牟田市、筑後市、三井郡、久留米市、大川市、三潴
郡、柳川市、小郡市、八女郡、朝倉市、うきは市、八女
市、みやま市、朝倉郡

久留米中小企業振興事務所（届出） ０９４２－３３－７２２８

北九州市 北九州市消防局予防部規制課 ０９３－５８２－３８５１

福岡市 福岡市消防局予防部指導課 ０９２－７２５－６６１５

太陽光パネル設置に伴い、変電設備（全出力２０キロワット以下のものを除く。）又は蓄電池
設備（定格容量と電槽数の積の合計が４，８００アンペアアワー・セル未満のものを除く。）を
設置する場合（設置をする際はあらかじめ届出。ただし、全出力５０キロワット未満の変電設
備及び定格容量と電槽数の積の合計が４，８００アンペアアワー・セル未満の蓄電池設備は
届出不要。）

・北九州市消防局予防部指導課建築設備係（相談窓口）
・各消防署予防課（届出窓口）

○ × × × ×

木くずを１０立方メートル以上貯蔵又は取り扱う場合（木くずを５０立方メートル以上貯蔵又は
取り扱う場合は、あらかじめ指定可燃物貯蔵・取扱の届出）

北九州市消防局予防部規制課危険物係 × × × × ○

変電設備（全出力２０kwを越えるもの。）又は蓄電池設備（定格容量と伝槽数の積の合計が
４，８００アンペアアワー・セル以上のもの。）を設置する場合

福岡市 福岡市消防局予防部予防課 ０９２－７２５－６６００ ○ × × × ×

木くずを１０立方メートル以上貯蔵又は取り扱う場合（木くずを５０立方メートル以上貯蔵又は
取り扱う場合は、あらかじめ指定可燃物貯蔵・取扱の届出）

福岡市 福岡市消防局予防部予防課 ０９２－７２５－６６００ × × × × ○

187 福岡市火災予防条例

× ○

186 北九州市火災予防条例 北九州市

（北九州市消防局予防部指導課建築
設備係（相談窓口））
０９３－５８２－３８１３
（北九州市消防局予防部規制課危険
物係）
０９３－５８２－３８５１

185 高圧ガス保安法 高圧ガスの製造・貯蔵・消費等に係る許可又は届出 × × ○

担当連絡先（電話番号）

再生エネルギーの種類

184 ダイオキシン類対策特別措置法
廃棄物焼却炉の設置（火床面積０．５㎡以上又は焼却能力５０㎏/h以上）
（工事着手の60日前までに届出）

大牟田市

番号 法律・条例・要綱等の名称 主な規制対象（規制概要） 担当エリア 担当窓口
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再生可能エネルギー設備導入における主な関連許認可等の担当窓口 令和６年４月現在

太陽光 風力 地熱 中小水力 バイオマス

＜②設計から運転までの関係法令＞

【開発行為関係】

太陽光 風力 地熱 中小水力 バイオマス

古賀市、糸島市、糟屋郡 福岡県福岡県土整備事務所建築指導課 ０９２－６４１－０１６９ ○ ○ ○ ○ ○

小郡市、うきは市、三井郡 福岡県久留米県土整備事務所建築指導課 ０９４２－４４－５２２５ ○ ○ ○ ○ ○

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 福岡県那珂県土整備事務所建築指導課 ０９２－５１３－５５７２ ○ ○ ○ ○ ○

中間市、宗像市、福津市、遠賀郡 福岡県北九州県土整備事務所建築指導課 ０９３－６９１－４５８５ ○ ○ ○ ○ ○

飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡 福岡県飯塚県土整備事務所建築指導課 ０９４８－２１－４９４５ ○ ○ ○ ○ ○

柳川市、大川市、みやま市、三潴郡 福岡県南筑後県土整備事務所柳川支所建築指導課 ０９４４－７２－２５６４ ○ ○ ○ ○ ○

八女市、筑後市、八女郡 福岡県八女県土整備事務所建築指導課 ０９４３－２２－６９９３ ○ ○ ○ ○ ○

朝倉市、朝倉郡 福岡県朝倉県土整備事務所建築指導課 ０９４６－２２－１８５９ ○ ○ ○ ○ ○

行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 福岡県京築県土整備事務所建築指導課 ０９７９－８２－３３６４ ○ ○ ○ ○ ○

田川市、田川郡 福岡県田川県土整備事務所建築指導課 ０９４７－４２－９１１７ ○ ○ ○ ○ ○

直方市、宮若市、鞍手郡 福岡県直方県土整備事務所建築指導課 ０９４９－２２－５６３９ ○ ○ ○ ○ ○

北九州市 北九州市建築都市局建築審査課 ０９３－５８２－２５３５ ○ ○ ○ ○ ○

福岡市 福岡市住宅都市局建築指導部建築審査課 ０９２－７１１－４５７７ ○ ○ ○ ○ ○

大牟田市 大牟田市都市整備部建築住宅課 ０９４４－４１－２７９７ ○ ○ ○ ○ ○

久留米市 久留米市都市建設部建築指導課 ０９４２－３０－９０８９ ○ ○ ○ ○ ○

190 大牟田市建築基準法の運用解説 建築確認 大牟田市 大牟田市都市整備部建築住宅課 ０９４４－４１－２７９７ ○ ○ ○ ○ ○

再生エネルギーの種類

189 建築基準法

建築確認

※手続きが必要になる場合
○太陽光発電設備に係る手続
①土地に自立して設置するもの
　以下の場合を除き、建築確認が必要
（１） 以下の ( ⅰ ) 及び ( ⅱ ) に該当するもので、高さが４ｍ以下のもの
（ⅰ） 当該設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らない場合
（ⅱ） 架台下の空間を居住等の屋内的用途に供しない場合
（２) 電気事業法第２条第１項第１８号に規定する電気工作物に該当する場合
②既存の建築物の屋上に取り付けるもの
　架台下の空間に人が立ち入らない等のものについては、定期検査の対象として特定行政
庁が指定するものを除き、建築確認が不要
○太陽光発電設備に付属する建築物に係る手続
当該付属施設がパワーコンディショナを収納する専用コンテナで、内部に人が立ち入らない
等のものである場合を除き、建築物を建築する場合、建築確認が必要
○風力発電設備に係る手続
以下の場合を除き、建築確認が必要
・風力発電設備が電気事業法第 2 条第 1 項第 18 号に規定する電気工作物に該当する場
合
・風力発電設備が船舶安全法第 2 条第 1 項の適用を受けるものである場合
○風力発電設備に付属する建築物に係る手続
当該付属施設が土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナで、内部に人が立
ち入らない等のものである場合を除き、建築物を建築する場合、建築確認が必要
○地熱発電設備または中小水力発電設備に付属する建築物に係る手続
当該付属施設が土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナで、内部に人が立
ち入らない等のものである場合を除き、建築物を建築する場合、建築確認が必要
○バイオマス発電設備に付属する建築物に係る手続
当該付属施設が土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナで、内部に人が立
ち入らない等のものである場合を除き、建築物を建築する場合、建築確認が必要。なお、都
市計画区域内において、一定の数量以上の産業廃棄物や一般廃棄物の処理施設建築等す
る場合には、別途許可が必要

○ ○ ○ ○

番号 法律・条例・要綱等の名称 主な規制対象（規制概要） 担当エリア 担当窓口 担当連絡先（電話番号）

担当窓口 担当連絡先（電話番号）

再生エネルギーの種類

188
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エ
ネルギー電気の発電の促進に関する法律
（農山漁村再生可能エネルギー法）

〇設備計画の認定に係るもの

　農地法
　・第４条第１項
　・第５条第１項
　　※　法規制等の問合せについては、福岡県水田農業振興課
　　 　　農地係へ

　酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律
　・第９条
　　※　法規制等の問合せについては、福岡県畜産課へ
　
　森林法
　・第１０条の２第１項
　・第３４条第１項
　・第３４条第２項
　　※　法規制等の問合せについては、福岡県農山漁村振興課
　　　　 森林保全係へ

　漁港漁場整備法
　・第３９条第１項

　海岸法
　・第7条第１項
　・第８条第１項
　　※　法規制等の問合せについては、福岡県水産振興課施設
    　　 管理係へ

　自然公園法
　・第２０条第３項
　・第３３条第１項

  温泉法
　・第３条第１項
　・第１１条第１項
　　※　　法規制等の問合せについては、福岡県自然環境課へ

福岡県農林水産部農山漁村振興課中山間地域振興係 ０９２－６４３－３５０３ ○

番号 法律・条例・要綱等の名称 主な規制対象（規制概要） 担当エリア
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再生可能エネルギー設備導入における主な関連許認可等の担当窓口 令和６年４月現在

【建築物・工作物関係】

太陽光 風力 地熱 中小水力 バイオマス

昼間障害標識設置物件の届出
（昼間において航空機からの視認が困難であると認められる煙突、鉄塔その他の物件で地
表又は水面から６０メートル以上の高さのものの設置者が、当該物件に昼間障害標識を設置
した場合）

県全域

大阪航空局保安部航空灯火・電気技術課監理係
（空港等周辺以外）
大阪航空局福岡空港事務所（福岡空港周辺）
大阪航空局北九州空港事務所（北九州空港周辺）

０６－６９４９－６５２７
（空港等周辺以外）
０９２－６２１－２２２１
（福岡空港周辺）
０９３－４７４－０２０４
（北九州空港周辺）

× ○ ○ × ○

空港周辺における建物等設置の制限 県全域
大阪航空局福岡空港事務所（福岡空港周辺）
大阪航空局北九州空港事務所（北九州空港周辺）

０９２－６２１－２２２１
（福岡空港周辺）
０９３－４７３－１０８９
（北九州空港周辺）

× ○ ○ × ○

192 電波法

伝搬障害防止区域における高層建築物等にかかる届出
（発電所建設地が電波障害防止区域（重要無線通信を確保する必要があるときは、その必
要範囲内において総務大臣が定める）に指定されており、発電施設の最高部が３１ｍを超え
る場合）

県全域 九州総合通信局無線通信部陸上課 ０９６－３２６－７８５９ × ○ ○ × ○

保安規程の届出手続、主任技術者の選任及び届出手続、工事計画の届出手続、使用前自
主検査手続、使用前安全管理検査手続、定期安全管理検査手続 県全域 九州産業保安監督部電力安全課 ０９２－４８２－５５１９ ○ ○ ○ ○ ○

次年度以降１０年間の電気の需要見通し及び電気の供給等の計画届出 県全域 電力広域的運営推進機関 ０３－６６３２－０９０３ ○ ○ ○ ○ ○

【河川・港湾・海岸関係】

太陽光 風力 地熱 中小水力 バイオマス

194 河川法 流水の占用の許可
１級河川の指定区間
２級河川

福岡県県土整備部河川管理課管理係 ０９２－６４３－３６６６ × × ○ ○ ○

195 北九州市準用河川占用料等徴収条例 流水の占用の許可
北九州市の
・準用河川
・普通河川

北九州市建設局河川部河川整備課 ０９３－５８２－２２８１ × × ○ ○ ○

福岡市準用河川流水占用料等徴収条例
福岡市の
・準用河川
・普通河川

福岡市道路下水道局建設部河川課 ０９２－７１１－４４９７ × × ○ ○ ○

福岡市水路使用料条例
福岡市の
・下水道河川管理課所管の水路
・下水道管渠

福岡市道路下水道局管理部
下水道管理課

０９２－７１１－４４９５ × × ○ ○ ○

197
桂川町道路、河川並びに町有土地占使用料徴収
条例

占使用料の徴収 桂川町 桂川町建設事業課 ０９４８－６５－３３３０ × × ○ ○ ○

【道路関係】

太陽光 風力 地熱 中小水力 バイオマス

政令市を除く県全域の国道（指定区間外）及び県道
福岡県県土整備部道路維持課・管理係
（実務手続きは各県土整備事務所及び支所）

０９２－６４３－３６５３ ○ ○ ○ ○ ○

直轄国道を除く、北九州市管内の道路法上の道路
北九州市建設局総務部管理課
（占用許可の実務手続きは各区役所）

０９３－５８２－２２７１ ○ ○ ○ ○ ○

直轄国道を除く、福岡市管内の道路法上の道路 福岡市道路下水道局道路維持課 ０９２－７１１－４４８８ ○ ○ ○ ○ ○

199 道路交通法

道路使用許可手続
（道路上において工事・作業を行う場合）

制限外積載許可手続
（工事等に伴う資材等の運搬時に、積載物の大きさ又は積載の方法が政令で定める制限を
超えて運転する場合）

県内全域（道路上） 福岡県警察本部交通部交通規制課 ０９２－６４１－４１４１ ○ ○ ○ ○ ○

再生エネルギーの種類

198 道路法
道路法に基づく車両制限
（建設時において、幅、高さ、長さ又は回転半径が車両制限令で定める最高速度を超える工
事車両を通行させるために交通規制が必要な場合）

担当連絡先（電話番号）

再生エネルギーの種類

196 流水の占用の許可

番号 法律・条例・要綱等の名称 主な規制対象（規制概要） 担当エリア 担当窓口 担当連絡先（電話番号）

再生エネルギーの種類

191 航空法

193 電気事業法

番号 法律・条例・要綱等の名称 主な規制対象（規制概要） 担当エリア 担当窓口

番号 法律・条例・要綱等の名称 主な規制対象（規制概要） 担当エリア 担当窓口 担当連絡先（電話番号）
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再生可能エネルギー設備導入における主な関連許認可等の担当窓口 令和６年４月現在

【設備等規制関係】

太陽光 風力 地熱 中小水力 バイオマス

県全域 福岡県商工部工業保安課 ０９２－６４３－３４３９

遠賀郡、行橋市、京都郡、豊前市、築上郡、中間市 北九州中小企業振興事務所（届出） ０９３－５１２－１５４０

宗像市、福津市、筑紫野市、太宰府市、那珂川市、春日
市、糸島市、糟屋郡、大野城市、古賀市

福岡中小企業振興事務所（届出） ０９２－６２２－１０４０

直方市、飯塚市、田川市、嘉麻市、宮若市、鞍手郡、嘉
穂郡、田川郡

飯塚中小企業振興事務所（届出） ０９４８－２２－３５６１

大牟田市、筑後市、三井郡、久留米市、大川市、三潴
郡、柳川市、小郡市、八女郡、朝倉市、うきは市、八女
市、みやま市、朝倉郡

久留米中小企業振興事務所（届出） ０９４２－３３－７２２８

北九州市 北九州市消防局予防部規制課 ０９３－５８２－３８５１

福岡市 福岡市消防局予防部指導課 ０９２－７２５－６６１５

201 ガス事業法

バイオガスの製造（発生）能力又は供給能力のいずれも 300㎥／日以上のもので、
①家畜排せつ物を原料として発酵槽でバイオガスを発生させ、燃料として利用する場合
②発生させたバイオガス等をパイプラインで特定の者に販売する場合
（開始の届出）
「準用事業」の開始届出書に必要事項を記載し、産業保安監督部長へ届出なければならな
い。
（設備設置・変更の報告）
設備を設置又は変更した場合は、設備設置報告書に必要事項を記載し、添付書類を添え、
産業保安監督部長へ 20 日以内に報告しなければならない。

県全域 九州産業保安監督部 ０９２－６４３－５５２７ × × × × ○

202 消防法 危険物取扱所に該当する場合、届出が必要 各市町村 市町村の消防担当部局 ○ ○ ○ ○ ○

再生エネルギーの種類

200 高圧ガス保安法 高圧ガスの製造・貯蔵・消費等に係る許可又は届出 × × ○ × ○

番号 法律・条例・要綱等の名称 主な規制対象（規制概要） 担当エリア 担当窓口 担当連絡先（電話番号）
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